
別紙　１

　法律・条例・規則に根拠を有する処分等一覧表（令和７年12月１日現在）

１　経営企画部

 (1) 企画政策課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用
住民投票実施請求代表者証明書の
交付

掛川市住民投票条例 6 企画政策課 経営戦略係 無

２　人事・総務部

 (1) 行政課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 公文書の開示決定 掛川市情報公開条例 7 行政課 法務統計係 有 掛川市情報公開条例第11条 １５日 公表

処分 適用 保有個人情報の開示決定 個人情報の保護に関する法律 78 行政課 法務統計係 有
個人情報の保護に関する法律第82
条

１５日 公表

届出 適用 ― 規約の変更の届出
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律

7 行政課 公平委員会 無 　

届出 適用 ―
登録を受けた職員団体の規約変更
等の届出

地方公務員法 53ｰ9 行政課 公平委員会 無 　

届出 適用 ― 解散の届出 地方公務員法 53ｰ10 行政課 公平委員会 無 　

不利益処分 適用 ― 職員団体規約の認証の取消
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律

8ｰ1 行政課 公平委員会 有
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律第８条第１項

　

不利益処分 適用 ― 職員団体の登録取消、効力停止 地方公務員法 53-6 行政課 公平委員会 有 地方公務員法第５３条第６項 　

処分 適用 ― 職員団体の規約の認証
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律

5 行政課 公平委員会 有
職員団体等に対する法人格の付与
に関する法律第５条

処分 適用 ― 職員団体の登録 地方公務員法 53ｰ1 行政課 公平委員会 有 地方公務員法第５３条第１項 ３０日

処分 適用 ―
議会の解散の請求代表者証明書の
交付

地方自治法施行令 100 行政課 選挙管理委員会 有 地方自治法施行令第９１条

処分 適用 ― 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 107-3 行政課 選挙管理委員会 無

処分 適用 ―
議会の議員の解職の請求代表者証
明書の交付

地方自治法施行令 110 行政課 選挙管理委員会 有 地方自治法施行令第９１条

処分 適用 ― 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 113 行政課 選挙管理委員会 無

処分 適用 ―
長の解職の請求代表者証明書の交
付

地方自治法施行令 116 行政課 選挙管理委員会 有 地方自治法施行令第９１条

処分 適用 ― 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 116の2 行政課 選挙管理委員会 無

処分 適用 ― 施設の使用に要する費用の承認 地方自治法施行令 120 行政課 選挙管理委員会 無

処分 適用 ―
副知事等の解職の請求代表者証明
書の交付

地方自治法施行令 121 行政課 選挙管理委員会 有 地方自治法施行令第９１条

処分 適用 ―
条例制定又は改廃請求代表者証明
書の交付

地方自治法施行令 91-2 行政課 選挙管理委員会 有 地方自治法施行令第９１条第２項

処分 適用
個人演説会等の施設の設備に関す
る承諾 公職選挙法施行令 119-2

行政課 選挙管理委員会 無

処分 適用
個人演説会等の施設の使用に関す
る費用の承認 公職選挙法施行令 121

行政課 選挙管理委員会 無

処分 ― 適用
選挙運動用自動車の使用等の公営
の確認書の交付

掛川市議会議員及び掛川市長の
選挙における選挙運動の公営に
関する条例 4、9、13

行政課 選挙管理委員会 有
掛川市議会議員及び掛川市長の選
挙における選挙運動の公営に関す
る条例第４条、第９条及び第13条



処分 適用
政治活動のために使用する事務所
に掲示する立札及び看板の類の証
票の交付 公職選挙法施行令 110の5-4

行政課 選挙管理委員会 有
公職選挙法施行令第110条の５

処分 適用 在外選挙人証の交付 公職選挙法 30の6-4、5 行政課 選挙管理委員会 有 公職選挙法施行令第23条の７

処分 適用 在外選挙人証の再交付 公職選挙法施行令 23の8-3 行政課 選挙管理委員会 有 公職選挙法施行令第23条の８

処分 適用
引き続き都道府県の区域内に住所
を有する旨の証明書の交付 公職選挙法施行令 34の2-2

行政課 選挙管理委員会 有
公職選挙法施行令第34条の３

処分 適用
投票用紙、投票用封筒及び不在者
投票証明書の交付 公職選挙法施行令 53

行政課 選挙管理委員会 有
公職選挙法施行令第50条から第53
条まで

処分 適用
郵便等による不在者投票における
投票用紙及び投票用封筒の請求及
び交付 公職選挙法施行令 59の4

行政課 選挙管理委員会 有
公職選挙法施行令第59条の３の２

処分 適用 郵便等投票証明書の交付 公職選挙法施行令 59の3-4 行政課 選挙管理委員会 有 公職選挙法施行令第59条の３

処分 適用 通称認定書の交付 公職選挙法施行令 89-5 行政課 選挙管理委員会 有 公職選挙法施行令第88条

不利益処分 適用 立候補届出の却下 公職選挙法 86の4-9 行政課 選挙管理委員会 有 公職選挙法第86条の４

 (2) 資産経営課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 適用 ―
行政財産の目的外使用許可の取消
し

地方自治法 238の4(9) 資産経営課 管財係 有 行政財産目的外使用許可審査基準 公表

処分 適用 ― 行政財産の目的外使用許可 地方自治法 238の4(7) 資産経営課 管財係 有 行政財産目的外使用許可審査基準 ７日 公表

届出 適用 ―
住居番号の設定、変更、廃止の届
出

住居表示に関する法律 4 資産経営課 地籍調査係 無

届出 適用 ― 字の区域の新設届けの受理等 地方自治法 260-2 資産経営課 地籍調査係 無

３　生涯学習まちづくり部

 (1) 協働推進課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用 地域生涯学習センター使用の許可 掛川市地域生涯学習センター条例 5 協働推進課 協働推進係 有
掛川市地域生涯学習センターの使
用許可に関する実施要領

３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用
地域生涯学習センター使用許可の
取消

掛川市地域生涯学習センター条例 6 協働推進課 協働推進係 有
掛川市地域生涯学習センターの使
用許可に関する実施要領

公表

処分 適用 ―
地縁による団体の規約の変更の認
可

地方自治法 260の2 協働推進課 自治活動支援係 有
地縁による団体の認可申請等に関
する実施要領

１０日 公表

処分 適用 ― 地縁による団体の認可 地方自治法 260の2 協働推進課 自治活動支援係 有
地縁による団体の認可申請等に関
する実施要領

２０日 公表

不利益処分 適用 ― 地縁による団体の認可の取消し 地方自治法 260の2 協働推進課 自治活動支援係 有
地縁による団体の認可申請等に関
する実施要領

　 公表

処分 適用 ― 特定非営利活動法人設立認証 特定非営利活動促進法 10の１ 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

100日

不利益処分 適用 ―
未登記特定非営利活動法人の設立
認証の取消

特定非営利活動促進法 13の3 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

処分 適用 ―
特定非営利活動法人の仮理事の選
任

特定非営利活動促進法 17の3 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

処分 適用 ―
特定非営利活動法人の特別代理人
の選任

特定非営利活動促進法 17の4 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

処分 適用 ―
特定非営利活動法人の定款変更の
認証

特定非営利活動促進法 25の3 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

70日



処分 適用 ―
特定非営利活動法人の解散事由の
認定

特定非営利活動促進法 31の2 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

20日

処分 適用 ―
特定非営利活動法人の残余財産の
帰属の認証

特定非営利活動促進法 32の2 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

20日

処分 適用 ― 特定非営利活動法人の合併の認証 特定非営利活動促進法 34の3 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

20日

不利益処分 適用 ―
特定非営利活動法人への報告要求
及び立入検査

特定非営利活動促進法 41の1 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

不利益処分 適用 ― 特定非営利活動法人への改善命令 特定非営利活動促進法 42 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

不利益処分 適用 ―
特定非営利活動法人の設立認証の
取消

特定非営利活動促進法 43の1(2) 協働推進課 協働推進係 有
特定非営利活動促進法施行条例
（県条例）

処分 ３条３項 適用 市民交流センターの使用許可 掛川市市民交流センター条例 6 協働推進課 協働推進係 有
掛川市市民交流センター条例施行
規則

２日

不利益処分 ３条３項 適用
市民交流センターの使用許可の取
消

掛川市市民交流センター条例 8 協働推進課 協働推進係 有
掛川市市民交流センター条例施行
規則

処分 ３条３項 適用 市民交流センターの使用料の減免 掛川市市民交流センター条例 10 協働推進課 協働推進係 有
掛川市市民交流センター条例施行
規則

処分 ３条３項 適用 市民交流センターの使用料の還付 掛川市市民交流センター条例 11 協働推進課 協働推進係 有
掛川市市民交流センター条例施行
規則

３日

処分 ３条３項 適用 地区まちづくり協議会設置届出
掛川市協働によるまちづくり推進
条例

８の１ 協働推進課 協働推進係 有
掛川協働によるまちづくり推進条
例施行規則

３日

処分 ３条３項 適用 地区まちづくり計画策定届出
掛川市協働によるまちづくり推進
条例

９の２ 協働推進課 協働推進係 有
掛川協働によるまちづくり推進条
例施行規則

３日

処分 ３条３項 適用 公民館使用の許可 掛川市公民館条例 5 協働推進課 生涯学習推進係 有 掛川市公民館条例 ３日 公表

処分 ３条３項 適用 公民館使用料の還付 掛川市公民館条例 10 協働推進課 生涯学習推進係 有 掛川市公民館条例 ３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 公民館使用の許可の取消し等 掛川市公民館条例 7 協働推進課 生涯学習推進係 有 掛川市公民館条例 公表

処分 ３条３項 適用 公民館使用料の減免 掛川市公民館条例 9 協働推進課 生涯学習推進係 有 掛川市公民館条例施行規則 ３日 公表

不利益処分 適用 ― 公民館の事業・行為の停止命令 社会教育法 40-1 協働推進課 生涯学習推進係 有 社会教育法第４１条 　 公表

 (2) 文化・スポーツ振興課分

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 ３条３項 適用
ステンドグラス美術館入館拒否・
退去命令

掛川市ステンドグラス美術館条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 条例第６条 ３日 公表

処分 ３条３項 適用
ステンドグラス美術館の
利用許可

掛川市ステンドグラス美術館条例 7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 条例第８条 ３日 公表

処分 ３条３項 適用
ステンドグラス美術館利用料
減免

掛川市ステンドグラス美術館条例 12 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
条例１２条、掛川市ステンドグラ
ス美術館管理要綱

３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 掛川城入館の制限 掛川城条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無 公表

処分 ３条３項 適用 掛川城使用の許可 掛川城条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川城条例第7条掛川城使用に関す
る細則

２日 公表

処分 ３条３項 適用 掛川城利用料金の減免 掛川城条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川城・掛川市竹の丸の利用料金
減免要綱

３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 掛川城使用許可の取消し等 掛川城条例 8 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川城使用に関する細則 ２日 公表

処分 ３条３項 適用 掛川城利用料金の還付 掛川城条例 11 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川城利用料金の還付に関する基
準

３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 茶室入館の制限 掛川市茶室条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無 　 公表

処分 ３条３項 適用 茶室使用の許可 掛川市茶室条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市茶室条例第７条茶室使用に
関する細則

２日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 茶室使用の許可の取消し等 掛川市茶室条例 8 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市茶室使用に関する細則 ２日 公表



処分 ３条３項 適用 茶室入館料又は使用料の減免 掛川市茶室条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市茶室の利用料金減免要綱 ３日

処分 ３条３項 適用 茶室入館料又は使用料の還付 掛川市茶室条例 11 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市茶室利用料金の還付に関す
る基準

３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 竹の丸入館の制限 掛川市竹の丸条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無

処分 ３条３項 適用 竹の丸使用の許可 掛川市竹の丸条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市竹の丸条例第７条及び
掛川市竹の丸使用に関する細則

2日

不利益処分 ３条３項 適用 竹の丸使用の許可の取消し等 掛川市竹の丸条例 8 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市竹の丸使用に関する細則 2日

処分 ３条３項 適用 竹の丸利用料金の減免 掛川市竹の丸条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川城・掛川市竹の丸の利用料金
減免要綱

3日

処分 ３条３項 適用 竹の丸利用料金の還付 掛川市竹の丸条例 11 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市竹の丸利用料金の還付に関
する基準

3日

不利益処分 ３条３項 適用 清水邸入館の制限 掛川市清水邸条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無

処分 ３条３項 適用 清水邸使用の許可 掛川市清水邸条例 7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市清水邸条例第８条及び掛川
市清水邸使用に関する細則

2日

不利益処分 ３条３項 適用 清水邸使用の許可の取消し等 掛川市清水邸条例 9 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市清水邸使用に関する細則 2日

処分 ３条３項 適用 清水邸入館料又は使用料の減免 掛川市清水邸条例 11 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市清水邸の入館料、使用料の
減免等に関する基準

3日

処分 ３条３項 適用 清水邸入館料又は使用料の還付 掛川市清水邸条例、同施行規則 12、7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市清水邸の入館料、使用料の
減免等に関する基準

3日

不利益処分 ３条３項 適用 二の丸美術館入館拒否・退去命令 掛川市二の丸美術館条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 条例第５条 公表

処分 ３条３項 適用 二の丸美術館美術品等の利用許可 掛川市二の丸美術館条例 6 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 条例第６条 ３日 公表

処分 ３条３項 適用 二の丸美術館観覧料の減免 掛川市二の丸美術館条例 8 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
条例第８条、二の丸美術館施行規
則

３日

処分 ３条３項 適用 生涯学習センター使用の許可 掛川市生涯学習センター条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市生涯学習センター管理要綱 ２日 公表

不利益処分 ３条３項 適用
生涯学習センター使用の許可の取
消し

掛川市生涯学習センター条例 7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市生涯学習センター管理要綱 　 公表

処分 ３条３項 適用 生涯学習センター使用料の減免 掛川市生涯学習センター条例 9 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無

処分 ３条３項 適用 生涯学習センター使用料の還付 掛川市生涯学習センター条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市生涯学習センター管理要綱 ３日 公表

処分 ３条３項 適用 美感ホール使用の許可 掛川市美感ホール条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市美感ホール管理要綱 ２日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 美感ホール使用許可の取消し 掛川市美感ホール条例 7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市美感ホール管理要綱 　 公表

処分 ３条３項 適用 美感ホール使用料の減免 掛川市美感ホール条例 9 文化・スポーツ振興課 文化政策係 無

処分 ３条３項 適用 美感ホール使用料の還付 掛川市美感ホール条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市美感ホール管理要綱 ３日 公表

処分 ３条３項 適用 文化会館シオーネ使用の許可 掛川市文化会館シオーネ条例 5 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市文化会館シオーネ管理要綱 ２日 公表

不利益処分 ３条３項 適用
文化会館シオーネ使用許可の取消
し

掛川市文化会館シオーネ条例 7 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市文化会館シオーネ管理要綱 　 公表

処分 ３条３項 適用 文化会館シオーネ使用料の減免 掛川市文化会館シオーネ条例 9 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有
掛川市文化会館シオーネにおける
減免方針

処分 ３条３項 適用 文化会館シオーネ使用料の還付 掛川市文化会館シオーネ条例 10 文化・スポーツ振興課 文化政策係 有 掛川市文化会館シオーネ管理要綱 ３日 公表

処分 ３条３項 適用 スポーツ施設使用の許可 スポーツ施設条例 5 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 有 掛川市スポーツ施設管理要綱第７条 ２日以内 公表

不利益処分 ３条３項 適用 スポーツ施設使用許可の取消し スポーツ施設条例 7 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 有 掛川市スポーツ施設管理要綱第８条 公表

処分 ３条３項 適用 スポーツ施設使用料の減免 スポーツ施設条例 9 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 有
掛川市スポーツ施設利用料の減免
等に関する基準

処分 ３条３項 適用 スポーツ施設使用料の減免還付 スポーツ施設条例 10 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 有 掛川市スポーツ施設管理要綱第12条 ３日以内 公表

不利益処分 ３条３項 適用 こどもの森使用の禁止又は制限 掛川市こどもの森条例 4 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 無 公表

処分 ３条３項 適用 学校体育施設等使用の許可 掛川市立学校体育施設等使用条例 4 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用 学校体育施設等使用許可の取消し 掛川市立学校体育施設等使用条例 6 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 無 公表

処分 ３条３項 適用 学校体育施設等使用料の減免 掛川市立学校体育施設等使用条例 8 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 有 掛川市立学校屋内運動場使用料減免基準 　

処分 ３条３項 適用 学校体育施設等使用料の還付 掛川市立学校体育施設等使用条例施行規則 6 文化・スポーツ振興課 スポーツ振興係 無 公表



不利益処分 ３条３項 適用 大須賀歴史民俗資料館入館の制限 掛川市大須賀歴史民俗資料館条例 文化・スポーツ振興課 文化財係 有 掛川市大須賀歴史民俗資料館条例 公表

処分 ３条３項 適用
大須賀歴史民俗資料館展示品利用
の許可

掛川市大須賀歴史民俗資料館条例 4 文化・スポーツ振興課 文化財係 有 掛川市大須賀歴史民俗資料館条例 ３日 公表

 (3) 地域未来共創課分

届出 ３条３項 適用
（生涯まちづくり土地条例）特別
計画協定区域行為届出

掛川市生涯まちづくり土地条例 10 地域未来共創課 地域振興係 無 　

不利益処分 ３条３項 適用
（生涯まちづくり土地条例）土地
条例第10条の規定により届出をし
ない者等の公表

掛川市生涯まちづくり土地条例 12 地域未来共創課 地域振興係 有
掛川市生涯まちづくり土地条例第
12条

公表

不利益処分 ３条３項 適用
（生涯まちづくり土地条例）まち
づくり資金の納付

掛川市生涯まちづくり土地条例 13 地域未来共創課 地域振興係 有
掛川市生涯まちづくり土地条例第
13条

公表

行政指導 ３条３項 適用
（生涯まちづくり土地条例）届出
行為に対する助言・勧告

掛川市生涯まちづくり土地条例 11 地域未来共創課 地域振興係 無 公表

行政指導 ３条３項 適用
（生涯まちづくり土地条例）遊休
農地に対する助言・勧告

掛川市生涯まちづくり土地条例 14 地域未来共創課 地域振興係 無 公表

４　くらし環境部

 (1) 環境政策課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用
富士見台霊園墓所使用の承継の許
可

掛川市富士見台霊園条例 12 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市富士見台霊園条例施行規則
第９条

１４日 公表

処分 ３条３項 適用 富士見台霊園墓所使用の許可 掛川市富士見台霊園条例 5 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市富士見台霊園条例施行規則
３条

３０日 公表

処分 ３条３項 適用 富士見台霊園許可証の再交付許可 掛川市富士見台霊園条例施行規則 11 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市富士見台霊園条例施行規則
11条

１４日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 富士見台霊園使用許可の取消し 掛川市富士見台霊園条例 15 環境政策課 公害衛生係 有 掛川市富士見台霊園条例15条 ３０日 公表

届出 ３条３項 適用 富士見台霊園墓所の返還届出 掛川市富士見台霊園条例 13 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市富士見台霊園条例施行規則
12条

３０日 公表

届出 ３条３項 適用 富士見台霊園許可証の変更届出 掛川市富士見台霊園条例施行規則 10 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市富士見台霊園条例施行規則
10条

３０日 公表

不利益処分 適用 ― 悪臭排出減少措置の実施命令 悪臭防止法 8ｰ1 環境政策課 公害衛生係 有 悪臭防止法施行規則 ３０日 公表

不利益処分 適用 ―
振動防止方法の改善命令（特定施
設）

振動規制法 12-1 環境政策課 公害衛生係 有
特定工場等において発生する振動
の規制に関する基準

３０日 公表

不利益処分 適用 ―
振動防止方法の改善命令（特定建
設作業）

振動規制法 15-1 環境政策課 公害衛生係 有 振動規制法施行規則 ３０日 公表

処分 適用 ― 一般廃棄物処理業の許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

7-1･6
環境政策課・
下水道課

ごみ減量推進係・
下水総務係

有
掛川市一般廃棄物の収集運搬業及
び処分業許可基準要綱

３０日 公表

不利益処分 適用 ―
一般廃棄物処理業の事業の停止命
令

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

7の3
環境政策課・
下水道課

ごみ減量推進係・
下水総務係

有
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第７条の３

３０日 公表

不利益処分 適用 ― 一般廃棄物処理業の許可取消し等
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

7の4
環境政策課・
下水道課

ごみ減量推進係・
下水総務係

有
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第７条の４

３０日 公表

不利益処分 適用 ―
一般廃棄物処理業者への必要な改善
命令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 19の3 環境政策課 ごみ減量推進係 有
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第１９条の３

３０日 公表

不利益処分 適用 ―
一般廃棄物収集、運搬における支
障の除去等のための措置命令

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

19の4 環境政策課 ごみ減量推進係 有
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第１９条の４

３０日 公表



不利益処分 適用 ―
騒音防止方法の改善命令（特定施
設）

騒音規制法 12ｰ1 環境政策課 公害衛生係 有
特定工場等において発生する騒音
の規制に関する基準

３０日 公表

不利益処分 適用 ―
騒音防止方法の改善命令（特定建
設作業）

騒音規制法 15ｰ1 環境政策課 公害衛生係 有
特定建設作業に伴って発生する騒
音の規制に関する基準

３０日 公表

処分 適用 ―
一般廃棄物収集･運搬､処分業の変
更の許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

7の2 環境政策課 ごみ減量推進係 無
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第７条の２

３０日 公表

届出 適用 ―
一般廃棄物収集･運搬､処分業の変
更の届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

7の2 環境政策課 ごみ減量推進係 無
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第７条の２

３０日 公表

処分 適用 ―
墓地等の経営、変更及び廃止の許
可

墓地、埋葬等に関する法律 10 環境政策課 公害衛生係 有
掛川市墓地、埋葬等に関する法律
施行規則第２条、３条、４条

３０日 公表

処分 適用 ― (埋葬､火葬又は)改葬の許可 墓地、埋葬等に関する法律 5 環境政策課 公害衛生係 有
墓地、埋葬等に関する法律施行規
則第１条、２条

１４日 公表

５　健康福祉部

 (1) 福祉課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ― 保護の決定 生活保護法 24-1 福祉課 社会福祉係 有
保護申請の開始の申請に対する決
定に関する実施要領要綱第１条

１４日 公表

処分 適用 ― 保護の変更の決定 生活保護法 24-5 福祉課 社会福祉係 有
保護申請の開始の申請に対する決
定に関する実施要領第２条

１４日 公表

不利益処分 適用 ― 保護の停止、廃止 生活保護法 26-1 福祉課 社会福祉係 有
掛川市生活保護法施行細則第５条
１項

　 公表

不利益処分 適用 ― 調査に応じないときの保護廃止等 生活保護法 28-4 福祉課 社会福祉係 有 生活保護法第28条４項 　 公表

不利益処分 適用 ― 保護の変更、停止、廃止 生活保護法 62-3 福祉課 社会福祉係 有 生活保護法第62条３項 　 公表

不利益処分 適用 ― 保護費用返還額決定 生活保護法 63 福祉課 社会福祉係 有 生活保護法第63条 　 公表

不利益処分 適用 ― 扶養義務者からの費用徴収 生活保護法 77 福祉課 社会福祉係 有 生活保護法第77条 　 公表

不利益処分 適用 ― 不正受給者からの費用徴収 生活保護法 78 福祉課 社会福祉係 有 生活保護法第78条 　 公表

処分 適用 ― 社会福祉法人の設立認可 社会福祉法 32 福祉課 福祉政策係 有 厚生労働省局長通知（審査基準） ３０日

処分 適用 ― 社会福祉法人の定款変更の認可 社会福祉法 45-36-2,-4 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法第45条36項2、4項 １０日

処分 適用 ― 社会福祉法人の解散認可及び認定 社会福祉法 46-2,-3 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法第46条2項、3項 ３０日

処分 適用 ― 社会福祉法人の合併認可 社会福祉法 54-6-2 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法第54条6項2 ３０日

不利益処分 適用 ― 社会福祉法人への改善措置命令 社会福祉法 56-4 福祉課 福祉政策係 有 実施要綱

不利益処分 適用 ― 社会福祉法人への業務停止命令・役員解職勧告 社会福祉法 56-7 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法第56条7項

不利益処分 適用 ― 社会福祉法人への解散命令 社会福祉法 56-8 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法第56条8項

不利益処分 適用 ― 社会福祉法人への公益事業又は収益事業に停止命令 社会福祉法 57 福祉課 福祉政策係 有 社会福祉法57条

処分 ３条３項 適用 福祉館使用の許可 掛川市福祉館条例 5-1 福祉課 福祉政策係 有
掛川市福祉館の使用に関する実施
要領第１条

3日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 福祉館使用許可の取消し 掛川市福祉館条例 11-1 福祉課 福祉政策係 有
掛川市福祉館の使用に関する実施
要領第１条

公表

処分 ３条３項 適用 福祉館使用料の減免 掛川市福祉館条例 8 福祉課 福祉政策係 無

処分 ３条３項 適用 福祉館使用料の還付 掛川市福祉館条例 9-1 福祉課 福祉政策係 有
掛川市福祉館の使用に関する実施
要領第５条

7日 公表

処分 ３条３項 適用 総合福祉センターの使用許可 掛川市総合福祉センター条例 ５ 福祉課 福祉政策係 有
掛川市総合福祉センター条例第５
条

3日 公表

処分 ３条３項 適用 総合福祉センター使用料の減免 掛川市総合福祉センター条例 9 福祉課 福祉政策係 有
掛川市総合福祉センター条例第９
条

7日 公表

処分 ３条３項 適用 総合福祉センター使用料の還付 掛川市総合福祉センター条例 10 福祉課 福祉政策係 有
掛川市総合福祉センター条例第１
０条

7日 公表

不利益処分 適用 ―
補装具、助産施設への入所費用徴
収及び支払い命令

児童福祉法 56-2 福祉課
障がい福祉係
障がい支援係

有 掛川市児童福祉法施行細則第４条 60日 公表

不利益処分 適用 ―
児童居宅介護支援費の不正利得の
徴収

児童福祉法 57-2 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法 60日 公表



処分 適用 ― 障害児福祉手当の支給
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

19 福祉課 障がい福祉係 有
掛川市障害児福祉手当及び特別障
害者手当等に関する事務取扱要領
第10条

60日 公表

処分 適用 ― 特別障害者手当の支給
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26の5 福祉課 障がい福祉係 有
掛川市障害児福祉手当及び特別障
害者手当等に関する事務取扱要領
第10条

60日 公表

不利益処分 適用 ― 障害児福祉手当の受給資格の喪失
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

17 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

60日 公表

不利益処分 適用 ― 障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

20 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行令

60日 公表

不利益処分 適用 ― 障害児福祉手当の返還
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

22-2 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

60日 公表

不利益処分 適用 ― 障害者福祉手当の不正利得の徴収
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

24 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行規則

60日 公表

不利益処分 適用 ―
調査拒否等による障害児福祉手当
差し止め

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

60日 公表

不利益処分 適用 ― 障害児福祉手当の不支給
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

60日 公表

不利益処分 適用 ― 特別障害者手当の受給資格の喪失
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26の2 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

60日 公表

不利益処分 適用 ― 特別障害者手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26の5 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行令

60日 公表

不利益処分 適用 ― 特別障害者手当の不支給
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26の5 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行令

60日 公表

不利益処分 適用 ― 特別障害者手当の不正利得の徴収
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律

26の5 福祉課 障がい福祉係 有
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行令

60日 公表

処分 ３条３項 適用
重度心身障害児扶養手当の支給決
定

掛川市重度心身障害児扶養手当支
給条例

3 福祉課 障がい福祉係 有
掛川市重度心身障害児扶養手当支
給条例

30日 公表

処分 適用 ― 障害児通所給付費の支給決定 児童福祉法 21の5の5 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第21条の５の５ 30日

処分 適用 ― 障害児通所給付費の支給決定の変更 児童福祉法 21の5の8 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第21条の５の８ 30日

処分 適用 ― 障害児通所給付費の支給決定の取消し 児童福祉法 21の5の9 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第21条の５の９ 30日

不利益処分 適用 ― 障害児通所給付費の不正利得の徴収 児童福祉法 57の2 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第57条の２ 30日

処分 適用 ― 指定障害児相談支援事業者の指定 児童福祉法 24の28 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第24条の28 30日

処分 適用 ― 指定障害児相談支援事業者の指定の更新 児童福祉法 24の29 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第24条の29 30日

不利益処分 適用 ― 指定障害児相談支援事業者の指定の取消し 児童福祉法 24の36 福祉課 障がい支援係 有 児童福祉法第24条の３６ 30日

処分 適用 ― 指定特定相談支援事業者の指定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

51の20 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第51
条の20

30日

処分 適用 ― 指定特定相談支援事業者の指定の更新
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

51の21 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第51
条の21

30日

不利益処分 適用 ― 指定特定相談支援事業者の指定の取消し
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

51の29 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第51
条の29

30日

不利益処分 適用 ― 自立支援給付費の不正利得の徴収
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

8 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表



不利益処分 適用 ― 報告等（障害者等）
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

9 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

処分 適用 ― 自立支援給付費等の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

19 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

処分 適用 ―
自立支援給付費等の支給決定の変
更

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

24 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

不利益処分 適用 ―
自立支援給付費等の支給決定取消
し

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

25 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

不利益処分 適用 ―
報告等(指定障害福祉サービス事
業者等)

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

48 福祉課 障がい支援係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

処分 適用 ― 自立支援医療費の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

54 福祉課 障がい福祉係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表



不利益処分 適用 ―
自立支援医療費の支給決定の取消
し

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

57 福祉課 障がい福祉係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

処分 適用 ― 補装具費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

76 福祉課 障がい福祉係 有
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律

30日 公表

 (2) 健康づくり推進課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 適用 ― 賠償受給額相当額の返還命令 予防接種法 18-2
健康づくり推進課

こども相談課

健康企画係

おやこ保健係
有 予防接種法第１８条第２項 　 公表

不利益処分 適用 ― 不正受給者からの給付額の徴収 予防接種法 19-1
健康づくり推進課

こども相談課

健康企画係

おやこ保健係
有 予防接種法第１９条第１項 　 公表

不利益処分 適用 ― 命令に従わない場合の給付差止め 予防接種法施行令 16-2
健康づくり推進課

こども相談課

健康企画係

おやこ保健係
有 予防接種法施行令第１６条第２項 　 公表

 (3) 長寿推進課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用 老人福祉センター使用の許可 掛川市老人福祉ｾﾝﾀｰ条例 6 長寿推進課 高齢者政策係 有
掛川市老人福祉センターの使用に
関する事務処理要領第３条

１日 公表

処分 ３条３項 適用 老人福祉センター使用料の減免 掛川市老人福祉ｾﾝﾀｰ条例 10 長寿推進課 高齢者政策係 無

不利益処分 ３条３項 適用
老人福祉センター使用許可の取消
し等

掛川市老人福祉ｾﾝﾀｰ条例 ８ 長寿推進課 高齢者政策係 有
掛川市老人福祉センターの使用に
関する事務処理要領第６条

公表

届出 ３条３項 適用
老人ホーム入所者の費用不徴収届
出

掛川市老人福祉法施行細則 13 長寿推進課 高齢者政策係 無 　

不利益処分 ３条３項 適用 ききょう荘の入所制限 掛川市ききょう荘条例 5 長寿推進課 高齢者政策係 有
掛川市老人ホーム入所判定委員会
規程

　 公表

届出 適用 ―
掛川市指定地域密着型サービス事
業者の変更の届出等

介護保険法
78-5-1

115-15-1
115-25-1

長寿推進課 高齢者政策係 無

届出 適用 ―
掛川市指定地域密着型サービス事
業者の指定の辞退の届出

介護保険法 78-8 長寿推進課 高齢者政策係 無

届出 適用 ―
掛川市指定地域密着型サービス事
業者の業務管理体制の届出

介護保険法 115-32-2-4 長寿推進課 高齢者政策係 無

届出 適用 ―
居宅介護支援事業所の
新規指定等

介護保険法
79,79の
2,82

長寿推進課 高齢者政策係 なし 14日

処分 適用 ― 被保険者証の交付 介護保険法
第12条第3

項
長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法施行規則第26条 ３日

処分 適用 ― 要介護認定 介護保険法
第27条第1

項
長寿推進課 介護認定係 有 介護保険法第27条第1項及び第2項 ３０日以内

処分 適用 ― 要介護認定の更新 介護保険法
第28条第2

項
長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第28条第4項において準
用する法第27条第2項及び法第27条
第2項の規定による介護保険法施行
規則第36条

３０日以内

処分 適用 ― 要介護状態区分の変更の認定 介護保険法
第29条第1

項
長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第29条第2項において準
用する法第27条第2項及び法第27条
第2項の規定による介護保険法施行
規則第36条

３０日以内

処分 適用 ― 要支援認定 介護保険法
第32条第1

項
長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第32条第2項において準
用する法第27条第2項及び法第27条
第2項の規定による介護保険法施行
規則第36条

３０日以内



処分 適用 ― 要支援認定の更新 介護保険法
第33条第2

項
長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第33条第4項において準
用する法第32条第2項にて準用する
法第27条第2項及び法第27条第2項
の規定による介護保険法施行規則
第36条

３０日以内

処分 適用 ― 要支援状態区分の変更の認定 介護保険法
第33条の2
第1項

長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第33条の2第2項におい
て準用する法第32条第2項にて準用
する法第27条第2項及び法第27条第
2項の規定による介護保険法施行規
則第36条

３０日以内

処分 適用 ―
介護保険サービスの種類の指定変
更

介護保険法
第37条第2

項
長寿推進課 介護認定係 有

介護保険法第37条第4項及び介護保
険法施行規則第59条第3項

３０日

処分 適用 ― 居宅介護サービス費の支給 介護保険法
第41条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第41条第2項及び介護保
険法施行規則第62条

６０日

処分 適用 ― 特例居宅介護サービス費の支給 介護保険法
第42条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第42条第1項各号及び介
護保険法施行令第15条

６０日

処分 適用 ― 地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法
第42条の2
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第42条の2第1項 ６０日

処分 適用 ―
特例地域密着型介護サービス費の
支給

介護保険法
第42条の3
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第42条の3第1項 ６０日

処分 適用 ― 居宅介護福祉用具購入費の支給 介護保険法
第44条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第44条第2項及び介護保
険法施行規則第70条

６０日

処分 適用 ― 居宅介護住宅改修費の支給 介護保険法
第45条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第45条第2項及び介護保
険法施行規則第74条

６０日

処分 適用 ― 居宅介護サービス計画費の支給 介護保険法
第46条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第46条第7項において準
用する法第41条第2項及び法第41条
第2項の規定による介護保険法施行
規則第62条

６０日

処分 適用 ―
特例居宅介護サービス計画費の支
給

介護保険法
第47条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第47条第1項各号及び介
護保険法施行令第20条

６０日

処分 適用 ― 施設介護サービス費の支給 介護保険法
第48条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第48条第1項及び同条第
7項において準用する第41条第2項
並びに介護保険法施行規則第80条

６０日

処分 適用 ― 特例施設介護サービス費の支給 介護保険法
第49条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第49条第1項各号及び介
護保険法施行令第22条

６０日

処分 適用 ― 居宅介護サービス費等の額の特例 介護保険法 第50条 長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第50条及び介護保険法
施行規則第83条

１５日

処分 適用 ― 高額介護サービス費の支給 介護保険法
第51条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第51条第2項 ６０日

処分 適用 ―
高額医療合算介護サービス費の支
給

介護保険法
第51条の2
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第51条の2第1項 ６０日

処分 適用 ― 特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法
第51条の3
第1項

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第51条の3第1項及び介
護保険法施行規則第83条の5

３０日

処分 適用 ―
特例特定入所者介護サービス費の
支給

介護保険法
第51条の4
第1項

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第51条の4及び介護保険
法施行令第22条の5

３０日



処分 適用 ― 介護予防サービス費の支給 介護保険法
第53条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第53条第7項にて準用す
る法第41条第2項並びに介護保険法
施行規則第85条において準用する
省令第62条の規定による省令第6
条、第8条、第11条及び第13条

６０日

処分 適用 ― 特例介護予防サービス費の支給 介護保険法
第54条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第54条第1項各号及び介
護保険法施行令第24条各号

６０日

処分 適用 ―
地域密着型介護予防サービス費の
支給

介護保険法
第54条の2
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第54条の2第1項 ６０日

処分 適用 ―
特例地域密着型介護予防サービス
費の支給

介護保険法
第54条の3
第1項

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第54条の3第1項及び
介護保険法施行令第24条の3

６０日

処分 適用 ― 介護予防福祉用具購入費の支給 介護保険法
第56条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第56条第2項及び介護保
険法施行規則第89条

６０日

処分 適用 ― 介護予防住宅改修費の支給 介護保険法
第57条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第57条第2項及び介護保
険法施行規則第93条

６０日

処分 適用 ― 介護予防サービス計画費の支給 介護保険法
第58条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第58条第7項において準
用する法第41条第2項及び介護保険
法施行規則第62条

６０日

処分 適用 ―
特例介護予防サービス計画費の支
給

介護保険法
第59条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第59条第1項各号及び介
護保険法施行令第29条

６０日

処分 適用 ― 介護予防サービス費等の額の特例 介護保険法 第60条 長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第60条及び介護保険法
施行規則第97条

１５日

処分 適用 ― 高額介護予防サービス費の支給 介護保険法
第61条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有

介護保険法第61条及び介護保険法
施行令第29条の2の2

６０日

処分 適用 ―
高額医療合算介護予防サービス費
の支給

介護保険法
第61条の2
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第61条の2第1項 ６０日

処分 適用 ―
特定入所者介護予防サービス費の
支給

介護保険法
第61条の3
第1項

長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法第61条の3第1項 ３０日

処分 適用 ―
特例特定入所者介護予防サービス
費の支給

介護保険法
第61条の4
第1項

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法第61条の4及び介護保険
法施行令第29条の5

３０日

処分 適用 ―
指定地域密着型サービス事業者の
指定

介護保険法
第78条の2
第1項

長寿推進課 高齢者政策係 有
介護保険法第78条の2第1項、第4項
及び第5項

３０日

処分 適用 ―
指定地域密着型サービス事業者の
指定の更新（第70条の2の準用）

介護保険法 第78条の12 長寿推進課 高齢者政策係 有 準用する介護保険法第70条の2 １５日

処分 適用 ―
指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定

介護保険法
第115条の
12第1項

長寿推進課 高齢者政策係 有
介護保険法第115条の12第1項から
第3項

３０日

処分 適用 ―
指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定の更新（第70条の2
の準用）

介護保険法
第115条の

21
長寿推進課 高齢者政策係 有 準用する介護保険法第70条の2 １５日

処分 適用 ― 被保険者証の再交付 介護保険法　施行規則
第27条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有 介護保険法施行規則第27条第1項 ７日



処分 適用 ― 特定入所者の負担限度額の認定 介護保険法　施行規則

第83条の6
第1項（第
97条の4及
び第172条
の2におい
て準用する
場合を含
む。）

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法施行規則第83条の6第1
項

３０日

処分 適用 ― 負担限度額認定証の再交付 介護保険法　施行規則

第83条の6
第7項（第
97条の4及
び第172条
の2におい
て準用する
場合を含
む。）

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法施行規則第83条の6第7
項

１５日

処分 適用 ―
負担限度額及び特定負担限度額の
差額の支給

介護保険法　施行規則

第83条の8
第1項（第
97条の4及
び第172条
の2におい
て準用する
場合を含
む。）

長寿推進課 保険給付係 有
介護保険法施行規則第83条の8第1
項

３０日

処分 ３条３項 適用 保険料の徴収猶予 介護保険条例 第9条第1項 長寿推進課 保険給付係 有 介護保険条例第9条第1項 １５日

処分 ３条３項 適用 保険料の減免 介護保険条例
第10条第1

項
長寿推進課 保険給付係 有 介護保険条例第10条第1項 １５日

不利益処分 ３条３項 適用 過料 介護保険条例
第13条～16

条
長寿推進課 保険給付係 有 介護保険条例第13条～16条

　

 (4)国保年金課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ―
（国民健康保険）資格確認書の交
付

国民健康保険法 9-2 国保年金課 国保年金係 有
掛川市特別療養費の支給等に関す
る事務取扱要綱

処分 適用 ―
（国民健康保険）一部負担金の徴
収猶予及び減免認定

国民健康保険法 44 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 １０日 公表

処分 適用 ― （国民健康保険）療養費の支給 国民健康保険法 54 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 90日以内 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）特別療養費の支
給

国民健康保険法 54の3 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 60日以内 公表

処分 適用 ― （国民健康保険）移送費の支給 国民健康保険法 54の4 国保年金課 国保年金係 有
国民健康保険法施行規則第２７条
の１０

60日以内 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）高額療養費の支
給

国民健康保険法 57の2 国保年金課 国保年金係 有
国民健康保険法施行令第２９条の
２

60日以内 公表

処分 適用 ― （国民健康保険）葬祭費の支給 国民健康保険法 58-1 国保年金課 国保年金係 有 掛川市国民健康保険条例第６条 ３０日 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）出産育児一時金
の支給

国民健康保険法 58-1 国保年金課 国保年金係 有 掛川市国民健康保険条例第５条 ３０日 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）資格確認書の返
還命令

国民健康保険法 9月3日 国保年金課 国保年金係 有
掛川市特別療養費の支給等に関す
る事務取扱要綱

　 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）一部負担金不払
いによる徴収

国民健康保険法 42-2 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 　 公表



不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）故意による療養
の給付制限

国民健康保険法 60 国保年金課 国保年金係 無

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）保険給付の給付
制限

国民健康保険法 59 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）闘争・泥酔等の
場合の給付制限

国民健康保険法 61 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）療養に関する指
揮に従わない場合の給付制限

国民健康保険法 62 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）強制診断等拒否
の場合の給付制限

国民健康保険法 63 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）保険税滞納の場
合の保険給付の一時差止

国民健康保険法 63の2 国保年金課 国保年金係 有
掛川市特別療養費の支給等に関す
る事務取扱要綱

　 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）被保険者に対す
る不正利得の徴収

国民健康保険法 65-1 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）国保医に対する
連帯納付命令

国民健康保険法 65-2 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　 公表

不利益処分 適用 ―
（国民健康保険）保険医療機関等
の費用返還命令等

国民健康保険法 65-3 国保年金課 国保年金係 法定 国民健康保険法 　 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）国民健康保険限
度額適用・標準負担額減額認定

国民健康保険法施行規則 27の14の3 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法施行規則 60日以内 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）標準負担額の差
額支給

国民健康保険法施行規則 26の5 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法施行規則 60日以内 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）国民健康保険基
準収入額適用の認定

国民健康保険法施行規則 24の3 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法施行規則 １日 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）修学中の者に関
する適用の特例

国民健康保険法 116 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 １日 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）住所地主義の特
例

国民健康保険法 116の2 国保年金課 国保年金係 有 国民健康保険法 １日 公表

処分 適用 ― （国民健康保険）特定疾病の認定 国民健康保険法施行令 29の2ｰ8 国保年金課 国保年金係 有
国民健康保険法施行規則第２７条
の１３

１０日 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）国民健康保険標
準負担額減額認定

国民健康保険法施行規則 26の3 国保年金課 国保年金係 有
国民健康保険法施行規則第２６条
の２

１０日 公表

処分 適用 ―
（国民健康保険）高額介護合算療
養費の支給

国民健康保険法 57の3 国保年金課 国保年金係 有
国民健康保険法施行令第２９条の
４の２

６０日 公表

 (5)地域包括ケア推進課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ― 研修室等使用許可 地方自治法 238の4(7) 地域包括ケア推進課 東部ふくしあ 有
掛川市東部地域健康医療支援
センター研修室等使用要綱

３日

処分 適用 ― 会議室使用許可 地方自治法 238の4(7) 地域包括ケア推進課 中部ふくしあ 有
掛川市中部地域健康医療支援
センター会議室使用要綱

３日

処分 適用 ― 会議室使用許可 地方自治法 238の4(7) 地域包括ケア推進課 西部ふくしあ 有
掛川市西部地域健康医療支援
センター会議室使用要綱

３日

処分 ３条３項 適用 修学資金の貸与決定
掛川市東京女子医科大学看護学部
修学資金貸与条例

7 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有
掛川市東京女子医科大学看護学部
修学資金貸与条例　第３条

処分 ３条３項 適用 使用料等の減免又は免除 小笠掛川急患診療所条例 7 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 無

不利益処分 ３条３項 適用 吉岡彌生記念館入館の制限 掛川市吉岡彌生記念館条例 5 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有 掛川市吉岡彌生記念館施行規則 公表

処分 ３条３項 適用 吉岡彌生記念館使用の許可 掛川市吉岡彌生記念館条例 6 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有 掛川市吉岡彌生記念館施行規則 ３日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 吉岡彌生記念館使用許可の取消し 掛川市吉岡彌生記念館条例 8 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有 掛川市吉岡彌生記念館施行規則 公表



処分 ３条３項 適用
吉岡彌生記念館入館料又は使用料
の減免

掛川市吉岡彌生記念館条例 10 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有
掛川市吉岡彌生記念館における減
免方針

７日 公表

処分 ３条３項 適用
吉岡彌生記念館料又は使用料の還
付

掛川市吉岡彌生記念館条例 11 地域包括ケア推進課 地域医療推進係 有 掛川市吉岡彌生記念館管理要綱 ７日 公表

６　こども希望部

 (1)こども政策課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用 児童館使用の許可 掛川市児童館条例 6 こども政策課 こども政策係 有 掛川市児童館条例

不利益処分 ３条３項 適用 児童館使用許可の取消し 掛川市児童館条例 8 こども政策課 こども政策係 有 掛川市児童館条例

処分 ３条３項 適用 児童館使用料の減免 掛川市児童館条例 10 こども政策課 こども政策係 無

処分 ３条３項 適用 児童館使用料の還付 掛川市児童館条例 11 こども政策課 こども政策係 無

処分 ３条３項 適用 遺児等福祉手当の受給資格の認定 掛川市遺児等福祉手当支給条例 6 こども政策課 こども家庭給付係 有
掛川市遺児等福祉手当支給条例第
３条、４条

１４日 公表

処分 適用 ― 児童手当の受給資格､額の認定 児童手当法 7 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第６条及び第７条 ２０日 公表

処分 適用 ― 児童手当の額の改定 児童手当法 9 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第９条 ２０日 公表

不利益処分 適用 ― 児童手当の支給の制限 児童手当法 10 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第１０条 　 公表

不利益処分 適用 ― 児童手当の支給の制限 児童手当法 11 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第１１条 　 公表

不利益処分 適用 ― 児童手当の支払いの調整 児童手当法 13 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第１３条 　 公表

不利益処分 適用 ― 児童手当の不正利得の徴収 児童手当法 14 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童手当法第１４条 　 公表

処分 適用 ― 児童扶養手当の受給資格の認定 児童扶養手当法 6 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童扶養手当法第４条 ３０日 公表

不利益処分 適用 ― 児童扶養手当の支給の制限 児童扶養手当法 9 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童扶養手当法施行令第２条の４ 公表

不利益処分 適用 ― 児童扶養手当の支払いの調整 児童扶養手当法 31 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童扶養手当法第３１条 公表

不利益処分 適用 ― 児童扶養手当の不正利得の徴収 児童扶養手当法 23 こども政策課 こども家庭給付係 有 児童扶養手当法第２３条 公表

 (2) こども保育支援課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用 幼稚園保育料の減免 掛川市立幼稚園保育料等徴収条例 4-1 こども保育支援課 こども育成支援係 有
掛川市立幼稚園保育料徴収条例施
行規則第４条

３０日 公表

不利益処分 適用 ― 保育の実施解除 児童福祉法 33-4 こども保育支援課 園運営支援係 無

処分 ３条３項 適用 保育所入所申込 掛川市子ども・子育て支援法施行細則 3 こども保育支援課 園運営支援係 無

処分 ３条３項 適用 保育所保育料の減免 掛川市子ども・子育て支援法施行細則 13 こども保育支援課 園運営支援係 有
掛川市保育に係る費用額等変更事
務処理要綱

30日

処分 ３条３項 適用 保育園保育料の不徴収 掛川市子ども・子育て支援法施行細則 13 こども保育支援課 園運営支援係 有
掛川市保育に係る費用額等変更事
務処理要綱

30日



 (3) こども相談課

処分 適用 ― 助産施設への入所措置 児童福祉法 22 こども相談課 こども家庭相談係 有
助産及び母子保護の実施に関する
実施要領

２０日 公表

処分 適用 ― 母子生活支援施設への入所措置 児童福祉法 23 こども相談課 こども家庭相談係 有
助産及び母子保護の実施に関する
実施要領

２０日 公表

処分 適用 ―
児童を知的障害者福祉司又は社会
福祉主事等に指導させる措置

児童福祉法 25-7 こども相談課 こども家庭相談係 無 　

不利益処分 適用 ―
助産施設及び母子生活支援施設へ
の措置の解除

児童福祉法 33-4 こども相談課 こども家庭相談係 有 実施要領 　 公表

不利益処分 適用 ―
児童を知的障害者福祉司又は社会
福祉主事等に指導させる措置の解
除

児童福祉法 33-4 こども相談課 こども家庭相談係 有 実施要領 　 公表

届出 適用 ― 妊娠の届出 母子保健法 15 こども相談課 おやこ保健係 無 　 　

届出 適用 ― 低体重児の届出 母子保健法 18 こども相談課 おやこ保健係 無

７　産業経済部

 (1) 産業観光課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 適用 ―
法令等への違反に対し必要な措置
を採るべき旨の命令

中小企業等協同組合法 106-1 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
事業協同組合等の決算関係書類の
提出書類の受付

中小企業等協同組合法 105-2 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
組合員または会員による検査の請
求の受付

中小企業等協同組合法 105-1 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
組合員または会員による不服の申
出の受付

中小企業等協同組合法 104-1 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ― 事業協同組合等の合併の認可 中小企業等協同組合法 66-1 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

届出 適用 ― 事業協同組合等の解散の届出 中小企業等協同組合法 62-2 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ―
事業協同組合等の定款の変更の認
可

中小企業等協同組合法 51-2 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ―
事業協同組合等の組合員による総
会召集の承認

中小企業等協同組合法 48 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

届出 適用 ―
事業協同組合等の役員の変更の届
出の受付

中小企業等協同組合法 35-2 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ― 事業協同組合の設立の認可 中小企業等協同組合法 27-2-1 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

不利益処分 適用 ―
事業協同組合及び事業協同小組合
の組合員以外の者の事業の利用の
特例の許可の取り消し

中小企業等協同組合法 9-2-3-2 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ―
事業協同組合及び事業協同小組合
の組合員の組合員以外の者の事業
の利用の特例の許可

中小企業等協同組合法 9-2-3-1 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

届出 適用 ― 組合の組織変更の届出の受付 中小企業団体の組織に関する法律 100-11 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
事業協同組合若しくは事業協同小
組合又は企業組合から協業組合へ
の組織変更の届出の受付

中小企業団体の組織に関する法律 95-7 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
事業協同組合若しくは事業協同小
組合又は企業組合から協業組合へ
の組織変更の認可

中小企業団体の組織に関する法律 95-4 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

不利益処分 適用 ―
法令等への違反に対し必要な措置
を採るべき旨の命令

中小企業団体の組織に関する法律 5-23-6 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
協業組合の決算関係書類の提出書
類の受付

中小企業団体の組織に関する法律 5-23-6 産業観光課 産業活性化推進係 無



届出 適用 ―
協業組合の組合員による検査の請
求の受付

中小企業団体の組織に関する法律 5-23-6 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ―
協業組合の組合員による不服の申
し出の受付

中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ6 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ― 協業組合の合併の認可 中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ4 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

届出 適用 ― 協業組合の解散の届出の受付 中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ4 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ― 協業組合の定款の変更の認可 中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ3 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

処分 適用 ―
協業組合の組合員による議会召集
の承認

中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ3 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

届出 適用 ―
協業組合の役員の変更の届出の受
付

中小企業団体の組織に関する法律 5-23ｰ3 産業観光課 産業活性化推進係 無

不利益処分 適用 ―
公正取引委員会による協業組合へ
の報告等の徴収又は請求の受付

中小企業団体の組織に関する法律 5-22 産業観光課 産業活性化推進係 無

処分 適用 ― 協業組合の設立の認可 中小企業団体の組織に関する法律 5-17ｰ1 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

処分 適用 ― 協業組合の事業転換の認可 中小企業団体の組織に関する法律 5-7-2 産業観光課 産業活性化推進係 無 ３０日

処分 適用 ― 組合の設立 商店街振興組合法 36-1 産業観光課 産業活性化推進係 有
平成６年９月30日６企庁台１９１
８号通知

３０日

処分 適用 ―
組合員による役員改選総会召集の
承認

商店街振興組合法 55-5 産業観光課 産業活性化推進係 有
平成６年９月30日６企庁台１９１
８号通知

３０日

処分 適用 ― 組合員による総会召集の承認 商店街振興組合法 59 産業観光課 産業活性化推進係 有
平成６年９月30日６企庁台１９１
８号通知

３０日

処分 適用 ― 定款変更の認可 商店街振興組合法 62-2 産業観光課 産業活性化推進係 有
平成６年９月30日６企庁台１９１
８号通知

３０日

処分 適用 ― 組合合併の認可 商店街振興組合法 73-3 産業観光課 産業活性化推進係 有
平成６年９月30日６企庁台１９１
８号通知

３０日

不利益処分 適用 ― 売り渡しの指示
生活関連物資等の買占め及び売惜
しみに対する緊急措置に関する法
律

4-1 産業観光課 産業活性化推進係 有
生活関連物資等の買占め及び売惜
しみに対する緊急措置に関する法
律

不利益処分 適用 ―
標準価格又は販売価格の表示に関
する指示

国民生活安定緊急措置法 6-2 産業観光課 産業活性化推進係 有 国民生活安定緊急措置法

不利益処分 適用 ― 指定物資の販売に関する指示 国民生活安定緊急措置法 7-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 国民生活安定緊急措置法

不利益処分 適用 ―
特定商品の計量の遵守に関する勧
告

計量法 15-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 計量法

処分 適用 ―
特定商工業者の該当基準の引上げ
の許可

商工会議所法 7-2-2 産業観光課 産業活性化推進係 有
特定商工業者の該当基準の引上げ
の許可に関する実施要項

１４日

処分 適用 ―
特定商工業者法定台帳の作成期間
の延長の許可

商工会議所法 10-2 産業観光課 産業活性化推進係 有
特定商工業者法定台帳の作成期間
の延長の許可に関する実施要領

１４日

処分 適用 ― 負担金の賦課の許可 商工会議所法 12-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会議所法施行例第４条 １４日

届出 適用 ― 定款変更届出の受付 商工会議所法 46-2 産業観光課 産業活性化推進係 無 １４日

不利益処分 適用 ― 業務に関する処分 商工会議所法 59-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会議所法第５９条第１項

処分 適用 ― 商工会の設立の認可 商工会法 23-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会法第２３条第２項 ３０日

処分 適用 ― 総会又は総代会の招集の承認 商工会法 42-5 産業観光課 産業活性化推進係 有
総会又は総代会の招集の承認に関
する実施要領

１４日

処分 適用 ― 定款の変更の認可 商工会法 44-2 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会法第４４条第４項 １４日

不利益処分 適用 ― 業務に関する処分 商工会法 51-1 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会法第５１条第１項

不利益処分 適用 ― 設立要件充足に係る認可の取消し 商工会法 51-2 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会法第５１条第２項

行政指導 適用 ― 地区の変更又は解散の勧告 商工会法 51-3 産業観光課 産業活性化推進係 無

不利益処分 適用 ―
地区の変更又は解散の勧告に従わ
ない場合の設立の認可の取消し

商工会法 51-4 産業観光課 産業活性化推進係 有 商工会法第５１条第４項

処分 適用 ― 合併の認可 商工会法 52の2-2 産業観光課 産業活性化推進係 有 合併の手続第52条の２第３項 ３０日



処分 適用 ― 清算人の財産処分方法の認可 商工会法 54-1､2 産業観光課 産業活性化推進係 無

届出 適用 ― 特定工場新設届出 工場立地法 6-1 産業観光課 企業誘致推進係 無

届出 適用 ―
政令改廃により新たに特定工場と
なった工場が、政令改廃以後最初
に行う変更届出

工場立地法 7-2 7-1 産業観光課 企業誘致推進係 無

届出 適用 ― 特定工場変更届出 工場立地法 8-1 産業観光課 企業誘致推進係 無

不利益処分 適用 ― 特定工場の設置場所に関する勧告 工場立地法 9-1 産業観光課 企業誘致推進係 有
工場立地法第９条第１項第１号、
第２号

６０日

不利益処分 適用 ―
特定工場の設置場所に関する勧告
生産施設面積等に係る勧告

工場立地法 9-2 産業観光課 企業誘致推進係 有
工場立地法第９条第２項第１号、
第２号

６０日

不利益処分 適用 ―
工場立地法第９条第２項の勧告に
係る変更命令

工場立地法 10-1 産業観光課 企業誘致推進係 有 工場立地法第９条第２項 ９０日

処分 適用 ―
届出内容の実施制限に係る期間短
縮の承認

工場立地法 11-2 産業観光課 企業誘致推進係 有
工場立地法に基づく特定工場の届
出に係る事務処理の迅速化等につ
いて（平成６年３月22日付通達）

３０日

届出 適用 ― 氏名等変更届出 工場立地法 12 産業観光課 企業誘致推進係 無

届出 適用 ― 承継届出 工場立地法 13-3 産業観光課 企業誘致推進係 無

届出 適用 ―
工場立地法施行前に立地していた
特定工場が、工場立地法施行以後
最初に行う変更届出

工場立地法 附則3-1 産業観光課 企業誘致推進係 無

処分 ３条３項 適用 プラザ大須賀使用の許可 プラザ大須賀条例 4-2 産業観光課 観光振興係 有 プラザ大須賀使用規定 １日 公表

処分 ３条３項 適用 プラザ大須賀使用料の還付 プラザ大須賀条例 9-1 産業観光課 観光振興係 有 プラザ大須賀使用規定 １日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 プラザ大須賀使用許可の取消し プラザ大須賀条例 6-1 産業観光課 観光振興係 有 プラザ大須賀使用規定 １日 公表

処分 ３条３項 適用 プラザ大須賀使用料の減免 プラザ大須賀条例 8-1 産業観光課 観光振興係 有 プラザ大須賀減免基準について １日 公表

 (3)農林課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用の許可

遠州南部とうもんの里総合案内所
条例

7-1 農林課 農産係 有
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用許可の基準に関する内規第１
条

２日 公表

不利益処分 ３条３項 適用
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用の許可の取り消し

遠州南部とうもんの里総合案内所
条例

9-1 農林課 農産係 有
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用許可の基準に関する内規第３
条

公表

処分 ３条３項 適用
遠州南部とうもんの里総合案内所
の使用料の還付

遠州南部とうもんの里総合案内所
条例

12-1 農林課 農産係 有
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用料の還付に関する内規第１条

２日以内 公表

処分 ３条３項 適用
遠州南部とうもんの里総合案内所
の使用料の減免

遠州南部とうもんの里総合案内所
条例

11-1 農林課 農産係 有
遠州南部とうもんの里総合案内所
使用料の減額及び免除に関する内
規第１条

公表

処分 適用 ―
市民農園の開設（計画変更）の認
定

市民農園整備促進法 7 農林課 農政係 有 市民農園整備促進法 ４９日 公表

不利益処分 適用 ― 市民農園開設の認定の取消し 市民農園整備促進法 10 農林課 農政係 有 市民農園整備促進法  公表

処分 適用 ― 農業経営改善計画（変更）の認定 農業経営基盤強化促進法 12-1 農林課 農政係 有
掛川市農業経営改善計画認定事務
要領

６０日 公表

処分 適用 ― 農用地利用規程の認定 農業経営基盤強化促進法 23-1 農林課 農政係 有 農業経営基盤強化促進法 ３０日
処分 適用 ― 農用地利用規程の変更の認定 農業経営基盤強化促進法 24 農林課 農政係 有 農業経営基盤強化促進法　 ３０日

不利益処分 適用 ― 農用地利用規程の認定の取消し 農業経営基盤強化促進法 24-3 農林課 農政係 有 農業経営基盤強化促進法

処分 適用 ―
特定農用地利用規程の有効期間の
延長の承認

農業経営基盤強化促進法施行令 ９ 農林課 農政係 有 農業経営基盤強化促進法施行令 ３０日

不利益処分 適用 ― 協定の認定の取消し
農業振興地域の整備に関する法律
施行令

16-4 農林課 農政係 有
農業振興地域の整備に関する法律
施行令

処分 適用 ― 施設の配置に関する協定の認可 農業振興地域の整備に関する法律 18-5 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律

処分 適用 ― 施設の配置に関する協定の変更 農業振興地域の整備に関する法律 18-12 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律

処分 適用 ― 施設の配置に関する協定の廃止 農業振興地域の整備に関する法律 18の10 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律



不利益処分 適用 ― 協定の認可の取消し 農業振興地域の整備に関する法律 18の11 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律  

処分 適用 ―
施設の維持運営に関する協定の認
定

農業振興地域の整備に関する法律 18の12 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律

処分 適用 ―
施設の維持運営に関する協定の変
更

農業振興地域の整備に関する法律
施行令

16の2 農林課 農政係 有 農業振興地域の整備に関する法律

処分 適用 ―
農業経営の改善及び安定のための
計画の認定

特定農山村法 5 農林課 農政係 有
農業経営改善安定計画の認定基準
（平成５年省令第52　第４条）

処分 適用 ― 経営改善計画の認定
酪農及び肉用牛生産の振興に関す
る法律

2-5 農林課 農政係 有
掛川市農業経営改善計画認定事務
要領

６０日

届出 適用 ― 森林の土地の所有者届出 森林法 10の7の2-1 農林課 森林農地整備係 無

届出 適用 ― 伐採及び伐採後の造林の届出 森林法 10-8 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ―
伐採及び伐採後の造林の計画の変
更命令

森林法 10-9 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の９ 　

不利益処分 適用 ― 施業の勧告 森林法 10-10 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の10 　

処分 適用 ― 施業実施協定の認可 森林法 10-11-4 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の11の4 ３日

処分 適用 ― 施業実施協定の変更の認可 森林法 10-11-5 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の11の5 ３日

処分 適用 ― 施業実施協定の廃止の認可 森林法 10-11-7 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の11の7 ３日

不利益処分 適用 ― 施業実施協定の認可の取消し 森林法 10-11-8 農林課 森林農地整備係 有 森林法第10条の11の8 　

届出 適用 ―
森林経営計画に係る森林の伐採等
の届出

森林法 15 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ― 森林経営計画認定の取消し 森林法 16 農林課 森林農地整備係 有 森林法第16条 　

処分 適用 ― 火入れの許可 森林法 21-1 農林課 森林農地整備係 有 掛川市火入れに関する条例第３条 ３日

届出 適用 ― 択伐による立木の伐採届 森林法 34-2-1 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ―
保安林における択伐計画の変更命
令及び間伐計画の計画変更の命令

森林法 34の2-2 農林課 森林農地整備係 有 森林法第34条の２の２

届出 適用 ― 保安林における立木の伐採届出 森林法 34の3-1 農林課 森林農地整備係 無 森林法第34条の３の１

処分 適用 ― 保安林における伐採許可 森林法 34-1 農林課 森林農地整備係 有 森林法第34条の１ 15日

届出 適用 ―
保安林における許可された伐採の
届出

森林法 34-8 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ―

保安林における無許可伐採、条件
違反伐採及び不正手段により許可
を受けた伐採に対する中止等の命
令

森林法 38-1 農林課 森林農地整備係 有 森林法第38条の１

不利益処分 適用 ―
択伐の規定に違反した者に対する
造林に必要な行為の命令

森林法 38-3 農林課 森林農地整備係 有 森林法第38条の３

不利益処分 適用 ―
保安林における伐採跡地への植栽
を行わない者に対する植栽の命令

森林法 38-4 農林課 森林農地整備係 有 森林法第38条の４

処分 適用 ― 森林施業に伴う立入調査等の許可 森林法 49-1 農林課 森林農地整備係 有 森林法第49条の１ ７日

処分 適用 ― 土地の使用権設定に関する認可 森林法 50-1 農林課 森林農地整備係 有 森林法第50条の１ ３日

届出 適用 ―
土地使用権設定に関する協議事項
の届出

森林法 57 農林課 森林農地整備係 無 森林法第57条

処分 適用 ―
水流における工作物の使用等に関
する認可

森林法 66 農林課 森林農地整備係 有 森林法第66条 ３日

処分 適用 ―
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取
等の許可

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

9-1 農林課 農産係 有
掛川市有害鳥獣捕獲許可事務処理
要領

１日

処分 適用 ―
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取
等の従事者証の交付

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

9-7､8 農林課 農産係 無

処分 適用 ―
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取
等の従事者証の再交付

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

9-9 農林課 農産係 無

不利益処分 適用 ―
鳥獣及び鳥類の卵の採取等の解放
その他の命令

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

10-1 農林課 農産係 無



不利益処分 適用 ―
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取
等の許可の取消し

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

10-2 農林課 農産係 無

不利益処分 適用 ―
登録を受けない対象狩猟鳥獣以外
の鳥獣の飼養に対する解放命令

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

22-1 農林課 農産係 無

不利益処分 適用 ― 飼養の登録の取消し
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

22-2 農林課 農産係 無

処分 適用 ― 鳥獣飼養登録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

19-1 農林課 農産係 有 掛川市鳥獣飼養登録事務処理要領 １日

処分 適用 ―
販売禁止鳥獣等（ヤマドリ）の販
売許可

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

24-1 農林課 農産係 有
掛川市販売禁止鳥獣等の販売許可
事務処理要領

３日

不利益処分 適用 ―
販売禁止鳥獣等（ヤマドリ）の解
放その他の命令

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

24-9 農林課 農産係 有
掛川市販売禁止鳥獣等の販売許可
事務処理要領

不利益処分 適用 ―
販売禁止鳥獣等（ヤマドリ）の販
売許可の取消し

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

24-10 農林課 農産係 有
掛川市販売禁止鳥獣等の販売許可
事務処理要領

処分 適用 ―
販売禁止鳥獣等（ヤマドリ）の販
売許可証の変更届出

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

24-5 農林課 農産係 無

届出 適用 ―
販売禁止鳥獣等（ヤマドリ）の販
売許可証の再交付申請

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

24-6 農林課 農産係 無

処分 ３条３項 適用 受益者からの分担金の徴収
掛川市営土地改良事業の経費の賦
課徴収に関する条例

2ｰ1 農林課 森林農地整備係 有 掛川市各種補助負担率

処分 ３条３項 適用 目的外用途使用者等の特別徴収
掛川市営土地改良事業の経費の賦
課徴収に関する条例

2-1 農林課 森林農地整備係 有 掛川市各種補助負担率

処分 適用 ―
農用地に係る土地改良事業の参加
資格の承認

土地改良法 3-1 農林課 森林農地整備係 有 土地改良法第３条１項 ７日

処分 適用 ―
農用地に係る土地改良事業の参加
資格交替の承認

土地改良法 3-2 農林課 森林農地整備係 有 土地改良法第３条２項 ７日

処分 適用 ―
農用地の一時貸付に係る事業参加
資格の認定

土地改良法 3-3 農林課 森林農地整備係 無 　

処分 適用 ―
農地保有合理化法人の借受農用地
に係る事業参加資格の認定

土地改良法 3-4 農林課 森林農地整備係 無

処分 適用 ― 土地改良事業共同施行の変更認可 土地改良法 95-2 農林課 森林農地整備係 有
土地改良法第９５条の２第２項、
第３項

処分 適用 ―
土地改良事業共同施行の適否決定
通知

土地改良法 8-1, 95-3 農林課 森林農地整備係 有 土地改良法第８条２項～５項

処分 適用 ― 土地改良事業共同施行の認可 土地改良法 95-1,4 農林課 森林農地整備係 有 土地改良法第９５条２項、３項

処分 適用 ― 特別徴収金の徴収 土地改良法 36-3,96-4 農林課 森林農地整備係 有

掛川市営土地改良事業の経費の賦
課金徴収に関する条例　第２条
一般土地改良事業の受益地の転用
に伴う補助金の返還措置要領

処分 適用 ― 賦課金等の徴収 土地改良法 36,96-4 農林課 森林農地整備係 有
掛川市営土地改良事業の経費の賦
課金徴収に関する条例　第２条
掛川市各種補助負担率（財政係）

不利益処分 適用 ― 清算金の徴収 土地改良法 108-2 農林課 森林農地整備係 有
土地改良法第97条１,土地改良法第
99条１,交換分合推進計画実施要領

　

不利益処分 適用 ― 一時利用地指定 土地改良法 53-5, 96-4 農林課 森林農地整備係 有

土地改良法(第53条１項)　換地計
画実施要領
土地改良法に基づく農林水産大臣
の処分に係る審査基準等について

不利益処分 適用 ― 仮清算金支払地の使用収益の停止 土地改良法 53-6,96-4 農林課 森林農地整備係 有

土地改良法(第53条１項)　換地計
画実施要領
土地改良法に基づく農林水産大臣
の処分に係る審査基準等について

不利益処分 適用 ― 換地処分前の使用収益停止 土地改良法 53-6,96-4 農林課 森林農地整備係 有

土地改良法(第53条１項)　換地計
画実施要領
土地改良法に基づく農林水産大臣
の処分に係る審査基準等について



不利益処分 適用 ― 一時利用地指定の利益相当額徴収 土地改良法 53-8,96-4 農林課 森林農地整備係 有

土地改良法(第53条１項)　換地計
画実施要領
土地改良法に基づく農林水産大臣
の処分に係る審査基準等について

不利益処分 適用 ― 土地改良事業の障害物の除去等 土地改良法 119 農林課 森林農地整備係 有
土地改良法に基づく農林水産大臣
の処分に係る審査基準等について

　

不利益処分 適用 ―
受益者からの負担金の徴収及び埋
地取得者

土地改良法 90-6 農林課 森林農地整備係 有 土地改良法第９５条２項、３項 　

不利益処分 適用 ― 目的外用途使用者等の特別徴収 土地改良法 90の2 農林課 森林農地整備係 無 　

不利益処分 適用 ― 受益者からの分担金の徴収 土地改良法 91-3 農林課 森林農地整備係 有
県営土地改良事業分担金徴収条例
第３条
掛川市各種補助負担率

　

不利益処分 適用 ― 目的外用途使用者等の特別徴収 土地改良法 91の2-1 農林課 森林農地整備係 有
一般土地改良事業の受益地の転用
に伴う補助金の返還措置要領

　

不利益処分 適用 ― 目的外用途使用者等の特別徴収 土地改良法 91の2-4 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ― 目的外用途使用者等の特別徴収 土地改良法 91の2-6 農林課 森林農地整備係 無

不利益処分 適用 ― 賦課金等の徴収 土地改良法 96の4 農林課 森林農地整備係 有 掛川市各種補助負担率 　

不利益処分 適用 ― 換地処分前の使用収益停止 土地改良法 96の4 農林課 森林農地整備係 無 　

不利益処分 適用 ― 仮清算金支払地の使用収益の停止 土地改良法 96の4 農林課 森林農地整備係 無  

処分 適用 ― 青年等就農計画の認定 農業経営基盤強化促進法
14条の4第1

項
農林課 農政係 有 掛川市青年等就農計画認定要領 ６０日

処分 ３条３項 適用 センター使用の許可
掛川市農村環境改善センター条例

4 農林課 森林農地整備係 有
掛川市農村環境改善センター使用
許可の基準に関する内規第１条

７日

不利益処分 ３条３項 適用 センター使用許可の取り消し
掛川市農村環境改善センター条例

6 農林課 森林農地整備係 有
掛川市農村環境改善センター使用
許可の基準に関する内規第３条

３日

処分 ３条３項 適用 センター使用料の減免 掛川市農村環境改善センター条例 8 農林課 森林農地整備係 有
掛川市農村環境改善センター使用
料の減額及び免除に関する内規第
１条

処分 ３条３項 適用 センター使用料の還付
掛川市農村環境改善センター条例

9 農林課 森林農地整備係 有
掛川市農村環境改善センター使用
料の還付に関する内規第１条



８　都市建設部

 (1)都市政策課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ― 開発行為の許可 都市計画法 29-1 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

３０日 公表

処分 適用 ― 開発行為の許可 都市計画法 29-2 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

３０日

処分 適用 ― 開発行為の変更許可 都市計画法 35(2)-1 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

３０日 公表

届出 適用 ― 開発行為の変更の届出 都市計画法 35(2)-3 都市政策課 計画・土地利用係 無

届出 適用 ― 工事の完了 都市計画法 36-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
開発行為の許可区域内における建
築制限の解除

都市計画法 37-① 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

２５日 公表

届出 適用 ― 開発行為の廃止 都市計画法 38 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
建ぺい率等の制限が定められた土
地の区域内での建築の許可

都市計画法 41-2 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

２５日

処分 適用 ―
開発行為の許可区域内における予
定建築物以外の建築の許可

都市計画法 42-1 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

２５日 公表

処分 適用 ―
開発行為の許可に基づく地位の承
継の承認

都市計画法 45 都市政策課 計画・土地利用係 有
都市計画法
静岡県開発行為等の手引き

２０日 公表

届出 適用 ―
地区計画区域内における建築等の
届出

都市計画法 58の2 都市政策課 計画・土地利用係 無
都市計画法施行規則第43条第９
項、都市計画法第93条第１項

１０日

処分 適用 ―
都市計画施設等の区域内の建築の
許可

都市計画法 53 都市政策課 計画・土地利用係 有 都市計画法施行令第３７条 １０日 公表

処分 適用 ― 都市計画事業地内の建築等の許可 都市計画法 65 都市政策課 計画・土地利用係 有 都市計画法施行令第４０条 １４日 公表

行政指導 適用 ― 報告、勧告、援助等 都市計画法 80 都市政策課 計画・土地利用係 無

不利益処分 適用 ― 開発行為に係る監督処分 都市計画法 81-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 適用 適用 屋外広告物の違反に対する措置
屋外広告物法
静岡県屋外広告物条例

7-1
17-1-1

都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 適用 ―
屋外広告物の違反に対する措置の
代行

屋外広告物法 7-3 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 適用 ―
屋外広告物の違反に対する措置
(簡易除却）

屋外広告物法 7-4 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

処分 ３条３項 適用
屋外広告物の許可(普通規制地
域）

静岡県屋外広告物条例 5 都市政策課 計画・土地利用係 有
静岡県屋外広告物条例施行規則第
４条

申請書受
付・入金確
認後14日

公表

処分 ３条３項 適用 屋外広告物の許可(案内図版） 静岡県屋外広告物条例 6-1-5 都市政策課 計画・土地利用係 有
静岡県屋外広告物条例施行規則第
４条

申請書受
付・入金確
認後14日

公表

処分 ３条３項 適用
屋外広告物の許可（特別規制地域
内の自家広告物）

静岡県屋外広告物条例 6-1-4 都市政策課 計画・土地利用係 有
静岡県屋外広告物条例施行規則第
４条

申請書受
付・入金確
認後14日

公表

処分 ３条３項 適用 屋外広告物の変更等の許可 静岡県屋外広告物条例 13-1 都市政策課 計画・土地利用係 有
静岡県屋外広告物条例施行規則第
４条

申請書受
付・入金確
認後14日

公表

届出 ３条３項 適用
屋外広告物「堅ろうな広告物等」
管理者の届出

静岡県屋外広告物条例 15の3-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
屋外広告物「堅ろうな広告物等」
管理者の変更届

静岡県屋外広告物条例 15の3-2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
屋外広告物「堅ろうな広告物等」
管理者の住所氏名変更届

静岡県屋外広告物条例 15の3-3 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
屋外広告物「堅ろうな広告物等」
減失の届出

静岡県屋外広告物条例 15の3-4 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用 屋外広告物の除却届出 静岡県屋外広告物条例 16の2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表



不利益処分 ３条３項 適用 屋外広告物の違反である旨の表示 静岡県屋外広告物条例 17の2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

処分 ３条３項 適用 屋外広告物の許可取消 静岡県屋外広告物条例 18 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

処分 ３条３項 適用 屋外広告物の報告及び検査 静岡県屋外広告物条例 19 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 適用 ― 土地の有償譲渡 公拡法 4 都市政策課 計画・土地利用係 無

届出 適用 ―
土地に関する権利の移転又は設定
後における利用目的等の届出

国土利用計画法 23-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 適用 ― 土地の利用目的に関する勧告 国土利用計画法 24-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 適用 ― 勧告に基づき講じた措置の報告 国土利用計画法 25 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 適用 ―
周辺の地域の適正かつ合理的な土
地利用を図るために必要な助言

国土利用計画法 27-2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 適用 ― 遊休土地に係る計画に関する助言 国土利用計画法 30 都市政策課 計画・土地利用係 無

行政指導 適用 ― 遊休土地に係る計画に関する勧告 国土利用計画法 31-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

行政指導 適用 ― 勧告に基づき講じた措置の報告 国土利用計画法 31-2 都市政策課 計画・土地利用係 無

届出 ３条３項 適用 土採取等の計画の届出 静岡県土採取等規制条例 3-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
非常災害のための緊急の土の採取
等の計画の届出

静岡県土採取等規制条例 3-3 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
第３条第１項の届出に係る氏名等
の変更の届出

静岡県土採取等規制条例 4-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
第３条第２項の届出に係る土の採
取等を行う場所等の変更の届出

静岡県土採取等規制条例 4-2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 ３条３項 適用 土の採取等の計画の変更の勧告 静岡県土採取等規制条例 ５ 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用
第５条の勧告に従わない者等に対
する措置命令

静岡県土採取等規制条例 ６ 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用
第６条の命令に従わない者等に対
する土の採取等の停止命令

静岡県土採取等規制条例 7-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用
第３条第１項の届出をしない者等
に対する土の採取等の停止命令

静岡県土採取等規制条例 7-2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用 土の採取等の完了又は廃止の届出 静岡県土採取等規制条例 ８ 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用
土の採取等の完了又は廃止の跡地
に係る措置命令

静岡県土採取等規制条例 ９ 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 ３条３項 適用
土の採取等を完了又は廃止した跡
地に係る措置の勧告

静岡県土採取等規制条例 10 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

届出 ３条３項 適用
第３条第１項の届出等をした者の
地位の継承の届出

静岡県土採取等規制条例 11-2 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

行政指導 ３条３項 適用
土の採取等の状況等についての報
告の要求

静岡県土採取等規制条例 13-1 都市政策課 計画・土地利用係 無 公表

処分 適用 - 土地所有者等関連情報の提供
所有者不明土地の利用の円滑化
に関する特別措置法施行令

54(1) 都市政策課 計画・土地利用係 有 地域福利増進事業ガイドライン 公表

処分 適用 - 低未利用土地等確認書の交付 租税特別措置法 35の3(1) 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
市街地再開発促進区域内における
建築の許可

都市再開発法 7の4 都市政策課 計画・土地利用係 無

不利益処分 適用 ―
市街地再開発促進区域内における
違反行為に対する措置

都市再開発法 7の5 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
第一種市街地再開発事業における
測量及び調査のための土地の立入
り等

都市再開発法 60-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
第一種市街地再開発事業区域内に
おける障害物の伐除及び土地の試
掘等

都市再開発法 61-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
第一種市街地再開発事業施行地区
内における建築行為等の制限

都市再開発法 66-1 都市政策課 計画・土地利用係 無



不利益処分 適用 ―
第一種市街地再開発事業施行地区
内における建築行為等の制限

都市再開発法 66-4 都市政策課 計画・土地利用係 無

不利益処分 適用 ―
第一種市街地再開発施行地区内に
おける土地若しくは物件の引渡し
又は物件の移転の代行及び代執行

都市再開発法 98-2 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ― 市街地再開発事業の計画の認定 都市再開発法 129-2 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ―
認定を受けた市街地再開発事業計
画の変更

都市再開発法 129-5-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

不利益処分 適用 ― 認定再開発事業における改善命令 都市再開発法 129-8 都市政策課 計画・土地利用係 無

不利益処分 適用 ―
認定再開発事業計画の認定の取消
し

都市再開発法 129-9-1 都市政策課 計画・土地利用係 無

処分 適用 ― 建築物の確認 建築基準法 6-1-4 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 工作物の確認 建築基準法 88-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 完了検査 建築基準法 7-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 中間検査 建築基準法 7-3-2 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 道路の位置の指定 建築基準法 42-1-5 都市政策課 建築営繕係 有 掛川市道路の位置の指定基準 ２１日 公表

処分 適用 ― 敷地と道路との関係に関する認定 建築基準法 43-2-1 都市政策課 建築営繕係 有
建築基準法第43条第2項第一号の
規定に基づく認定基準

公表

処分 適用 ― 仮設建築物の許可 建築基準法 85-5 都市政策課 建築営繕係 無 １４日

処分 適用 ― 一団地の総合的設計制度の認定 建築基準法 86-1 都市政策課 建築営繕係 有
掛川市建築基準法第86条第１項、
第２項及び第86条の２第１項の規
定に基づく認定基準

３０日 公表

処分 適用 ― 連担建築物設計制度の認定 建築基準法 86-2 都市政策課 建築営繕係 有
掛川市建築基準法第86条第１項、
第２項及び第86条の２第１項の規
定に基づく認定基準

３０日 公表

処分 適用 ―
一敷地内認定建築物以外の建築物
の認定

建築基準法 86-2-1 都市政策課 建築営繕係 有
掛川市建築基準法第86条第１項、
第２項及び第86条の２第１項の規
定に基づく認定基準

３０日 公表

処分 適用 ―
一の敷地とみなすこと等の認定の
取消

建築基準法 86-5 都市政策課 建築営繕係 有
掛川市建築基準法第86条第１項、
第２項及び第86条の２第１項の規
定に基づく認定基準

３０日 公表

処分 適用 ―
一団地の住宅施設に関する都市計
画区域内における認定

建築基準法 86-6-2 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ―
既存不適格建築物の工事の全体計
画の認定

建築基準法 86-8-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ―
既存不適格建築物の工事の全体計
画の変更の認定

建築基準法 86-8-3 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 建築物の耐震改修計画の認定
建築物の耐震改修の促進に関する
法律

17-1 都市政策課 建築営繕係 有
国土交通大臣認定耐震診断及び耐
震改修に関する指針

届出 適用 ― 特定建築物建築届の受付
エネルギーの使用の合理化に関す
る法律

75の2-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 長期優良住宅の認定
長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律

５ 都市政策課 建築営繕係 無 5日 公開

処分 適用 ― 低炭素建築物新築等計画の認定
都市の低炭素化の促進に関する法
律

53-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 低炭素建築物新築等計画の変更
都市の低炭素化の促進に関する法
律

55-1 都市政策課 建築営繕係 無

届出 適用 ― 対象建設工事の届出
建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律

10-1 都市政策課 建築営繕係 無

処分 適用 ― 供給計画の認定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

2-1 都市政策課 建築営繕係 有
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律第３条

３０日 公表

処分 適用 ― 供給計画の変更の認定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

5-1 都市政策課 建築営繕係 有

特定優良賃貸住宅の供給に関する
法律の運用について（平成5年7月
30日付建設省住管発第110号住宅局
長通知）

３０日 公表



処分 適用 ―
特定事業者の地位の承継に係る承
認

特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

9 都市政策課 建築営繕係 有

特定優良賃貸住宅の供給に関する
法律の運用について（平成5年7月
30日付建設省住管発第110号住宅局
長通知）

３０日 公表

不利益処分 適用 ― 改善命令
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

10 都市政策課 建築営繕係 無 公表

不利益処分 適用 ― 計画の認定の取り消し
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律

11 都市政策課 建築営繕係 有
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律第11条

公表

処分 適用 ― 所得金額の認定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則

1-3 都市政策課 建築営繕係 有
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則第１号第３項
イ～ホ

３０日 公表

処分 適用 ― 入居者の公募方法の決定
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則

9-2 都市政策課 建築営繕係 有
特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則第9条第２項

７日 公表

処分 ― 適用 市営住宅の入居者の決定
掛川市営住宅
管理条例

8-2 都市政策課 建築営繕係 有 掛川市営住宅管理条例 60日

処分 ― 適用 再開発住宅の入居者の決定
掛川市営住宅
管理条例

8-2 都市政策課 建築営繕係 有 掛川市営住宅管理条例 60日

処分 ― 適用
住環境整備モデル住宅の
入居者の決定

掛川市営住宅
管理条例

8-2 都市政策課 建築営繕係 有 掛川市営住宅管理条例 60日

 (2)土木防災課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ―
個人が行う土地区画整理事業の施
行の認可

土地区画整理法 4-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
個人施行土地区画整理事業の規準
又は規約及び事業計画の変更の認
可

土地区画整理法 10-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
個人施行の土地区画整理事業の施
行者が数人となった場合における
規約の認可

土地区画整理法 11-4 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
個人施行の土地区画整理事業の廃
止及び終了の認可

土地区画整理法 13-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ― 土地区画整理組合の設立の認可 土地区画整理法 14-1､2 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
土地区画整理組合が施行する土地
区画整理事業の事業計画の認可

土地区画整理法 14-3 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ３０日 公表

処分 適用 ―
土地区画整理組合の定款又は事業
計画若しくは事業方針の変更の認
可

土地区画整理法 39-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ― 土地区画整理組合の解散の認可 土地区画整理法 45-2 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
土地区画整理組合の清算人が作成
した決算報告書の承認

土地区画整理法 49 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 １４日 公表

処分 適用 ―
土地区画整理組合及び個人施行者
等の土地区画整理事業の換地計画
の認可

土地区画整理法 86-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

処分 適用 ―
土地区画整理組合及び個人施行者
等の土地区画整理事業の換地計画
の変更に係る認可

土地区画整理法 97-1 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 ４５日 公表

不利益処分 適用 ―
組合施行の土地区画整理事業に係
る事業計画の修正の命令

土地区画整理法 20-3 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 公表

不利益処分 適用 ― 個人施行者に対する監督 土地区画整理法 124-1,2 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 公表

不利益処分 適用 ― 土地区画整理組合に対する監督 土地区画整理法 125-3,4，7 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 公表

処分 適用 ―
個人施行の土地区画整理事業おい
て宅地以外の土地を施行区域内に
編入する場合の承認

土地区画整理法 7(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 14日 公表



処分 適用 ―
区画整理会社が行う土地区画整理
事業の施行認可

土地区画整理法 51の2(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 45日 公表

不利益処分 適用 ―
区画整理会社が施行する土地区画
整理事業の事業計画の修正の命令

土地区画整理法 51の8(3) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 公表

処分 適用 ―
区画整理会社施行の土地区画整理
事業の規準又は事業計画の変更の
認可

土地区画整理法 51の10(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 45日 公表

処分 適用 ―
区画整理会社の合併又は事業の譲
渡等の認可

土地区画整理法 51の11(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 45日 公表

処分 適用 ―
区画整理会社施行の土地区画整理
事業の廃止又は終了の認可

土地区画整理法 51の13(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 45日 公表

不利益処分 適用 ― 区画整理会社に対する監督 土地区画整理法
125の
2(3,4)

土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 公表

処分 適用 ―
土地区画整理事業地区内における
建築行為等の許可（個人施行者、
組合等施行分）

土地区画整理法 76(1) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 30日 公表

不利益処分 適用 ―
土地区画整理事業地区内における
建築行為等に対する原状回復等の
命令

土地区画整理法 76(4) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法

処分 適用 ―
土地区画整理事業地区内における
建築物等の移転又は除却の認可

土地区画整理法 77(7) 土木防災課 用地調整係 有 土地区画整理法 45日 公表

 (4)維持管理課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

届出 ３条３項 適用 河川の占用等許可事項変更届 掛川市普通河川条例 10 維持管理課 管理係 無 　

届出 ３条３項 適用
河川の占用等許可区域内の異常届
出

掛川市普通河川条例 11 維持管理課 管理係 無 　

処分 ３条３項 適用
河川の占用等権利義務承継等の承
認

掛川市普通河川条例 12ｰ2 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 １０日

届出 ３条３項 適用 河川の占用等許可効力消滅届出 掛川市普通河川条例 14ｰ1 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 ３条３項 適用 河川管理上の原状回復命令 掛川市普通河川条例 14ｰ2 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 　

処分 ３条３項 適用 流水・敷地等占用の許可 掛川市普通河川条例 4 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 １０日

処分 ３条３項 適用 流水・敷地等占用の変更許可 掛川市普通河川条例 7 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 １０日

不利益処分 適用 ― 工事原因者に対する工事等の承認 河川法 18 維持管理課 管理係 有 平６年９月３０日河政発第５３号 　

処分 適用 ―
河川管理者以外の者の施行する工
事等の承認

河川法 20 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

不利益処分 適用 ― 洪水時等における業務従事命令 河川法 22-2 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 　

処分 適用 ― 河川の流水占用の許可 河川法 23 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日 公表

処分 適用 ― 河川の敷地占用の許可 河川法 24 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 土石等の採取の許可 河川法 25 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 工作物の新築等の許可 河川法 26-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河発政第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 土地の掘削等の許可 河川法 27-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 竹木の流送の許可等 河川法 27 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日



処分 適用 ―
河川管理上支障のある行為の許可
等

河川法 29 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 許可工作物の完成検査 河川法 30-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 許可工作物の完成前の使用の承認 河川法 30-2 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

不利益処分 適用 ― 工作物用途廃止後の原状回復命令 河川法 31-2 維持管理課 管理係 有 平６年９月３０日河政発第５２号 　

不利益処分 適用 ― 流水占用料等の徴収 河川法 32-2 維持管理課 管理係 有 　

処分 適用 ― 権利譲渡の承認 河川法 34-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ―
損失補償前の流水の貯留又は取水
の決定

河川法 43-1 維持管理課 管理係 有 静岡県河川管理事務必携準用 １０日

不利益処分 適用 ― 河川の従前の機能の維持の指示 河川法 44-1 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

処分 適用 ― ﾀﾞﾑ操作規程の承認 河川法 47-1 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 １０日

不利益処分 適用 ― ダムの操作規程の変更命令 河川法 47-4 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

不利益処分 適用 ― 洪水調節のための指示 河川法 52 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

処分 適用 ― 河川保全区域内の行為の許可 河川法 55-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

処分 適用 ― 河川予定地内の行為の許可 河川法 57-1 維持管理課 管理係 有
平６年９月３０日河政発第５２
号、第５３号

１０日

不利益処分 適用 ― 工事費用の原因者への負担命令 河川法 67-1 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

不利益処分 適用 ― 附帯工事費用の原因者負担命令 河川法 68-2 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

不利益処分 適用 ― 工事費用の受益者への負担命令 河川法 70-1 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 特別水利使用者への費用負担命令 河川法 70の2 維持管理課 管理係 有 河川法 　

不利益処分 適用 ― 延滞金の徴収 河川法 74-5 維持管理課 管理係 有 河川法 　

不利益処分 適用 ― 許可等の取消、工事中止命令等 河川法 75-1 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

不利益処分 適用 ― 許可等の取消、工事中止命令等 河川法 75-2 維持管理課 管理係 有 昭４１年５月７日河発第１７８号 　

不利益処分 適用 ― 損失補償額の原因者への負担命令 河川法 76-3 維持管理課 管理係 有 河川法第７５条 　

不利益処分 適用 ― 軌道敷地の道路敷地への充用 軌道法 09 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 砂防に関する費用の不均一賦課 砂防法 21 維持管理課 管理係 無 　

処分 適用 ― 特殊車両の通行認定 車両制限令 12 維持管理課 管理係 有
昭和５３年１２月１日道交発第９
６号

１０日

不利益処分 適用 ― 居住者等への水防業務従事命令 水防法 17 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 他の工作物管理者の工事施行命令 道路法 21 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 工事原因者への工事施行命令 道路法 22-1 維持管理課 管理係 無 　

処分 適用 ―
道路管理者以外の者が行う工事の
承認

道路法 24 維持管理課 管理係 有

道路法第２４条の承認及び第９６
条６項の許可に係る審査基準につ
いて（平６年９月３０日道政発第
４９号）

１０日

処分 適用 ― 道路の占用の許可 道路法 32-1 維持管理課 管理係 有 道路法第３３条 １０日 公表

処分 適用 ― 道路の占用の変更の許可 道路法 32-3 維持管理課 管理係 有 道路法第３３条 １０日

不利益処分 適用 ― 道路占用料の徴収 道路法 39-1 維持管理課 管理係 有 掛川市道路線用料等徴収条例 　

不利益処分 適用 ― 原状回復に代る措置の指示 道路法 40-2 維持管理課 管理係 有 道路法第７１条 　

不利益処分 適用 ― 車両積載物の落下予防等措置命令 道路法 43の2 維持管理課 管理係 有 道路法第１０３条 　

処分 適用 ― 特殊車両の通行許可 道路法 47の2 維持管理課 管理係 有 車両制限令 １０日

不利益処分 適用 ― 違反車両の通行中止等の措置命令 道路法 47の3 維持管理課 管理係 有 道路法１０１～１０３条 　

不利益処分 適用 ― 道路に関する必要な措置命令 道路法 47の3 維持管理課 管理係 有 道路法１０１～１０３条 　

不利益処分 適用 ― 違反行為の中止その他の措置命令 道路法 48の06 維持管理課 管理係 有 道路法１０１～１０３条 　



不利益処分 適用 ― 通行の中止その他の措置命令 道路法 48の1 維持管理課 管理係 有 道路法１０３条 　

処分 適用 ―
自動車専用道路との連結･交差の
許可

道路法 48の4 維持管理課 管理係 有
自動車専用道路への通路等の連結
許可基準について（昭３９年１０
月１３日道政発第４０７号）

１０日

不利益処分 適用 ― 原因者への工事費用負担命令 道路法 48の1 維持管理課 管理係 有 道路法１０３条 　

不利益処分 適用 ― 原因者への工事費用負担命令 道路法 59-3 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 工作物管理者への費用負担命令 道路法 60 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 受益者への工事費用負担命令 道路法 61-1 維持管理課 管理係 無 　

不利益処分 適用 ― 許可等の取消、工作物除却命令等 道路法 71-1 維持管理課 管理係 有 道路法７１条 　

不利益処分 適用 ― 許可等の取消、工作物除却命令等 道路法 71-2 維持管理課 管理係 有 道路法７１条 　

不利益処分 適用 ― 負担金等の督促 道路法 73-1 維持管理課 管理係 有 道路法７３条 　

処分 適用 ―
区域決定後､権原取得前の形質変
更等の許可

道路法 91-1 維持管理課 管理係 有

道路法第２４条の承認及び第９１
条６項の許可に係る審査基準につ
いて（平６年９月３０日道政発第
４９号）

１０日

処分 適用 ―
道路予定区域における占用許可､
占用の変更許可

道路法 91-2 維持管理課 管理係 有 道路法第３３条 １０日

処分 適用 ― 都市下水路への物件設置の許可 下水道法 29-1 維持管理課 管理係 有 河川法第２６条 １０日

処分 適用 ―
都市下水路管理者以外の者の工
事･維持の承認

下水道法 31 維持管理課 管理係 有 河川法第２０条 １０日

処分 適用 ―
公園管理者以外の公園施設の設置
管理の許可･変更の許可

都市公園法 5-1 維持管理課 公園緑化係 有
都市公園法第５条第２項、公園管
理者以外の者の設置する公園施設
について（昭37年５月７日）

１０日 公表

処分 適用 ― 都市公園の占用許可 都市公園法 06-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法第７条 １０日 公表

処分 適用 ― 都市公園の占用許可の変更 都市公園法 06-3 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法第７条 １０日 公表

処分 適用 ―
公園予定地における公園管理者以
外の公園施設の設置管理の許可･
変更の許可

都市公園法 33-4 維持管理課 公園緑化係 有
公園管理者以外の者の設置する公
園施設について（昭37年５月７
日）都市公園法第３３条第４項

１０日 公表

処分 適用 ―
公園予定地の占用許可･変更の許
可

都市公園法 33-４ 維持管理課 公園緑化係 有
公園管理者以外の者の設置する公
園施設について（昭37年５月７
日）都市公園法第３３条第４項

１０日 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る原状回復等の措置
の指示

都市公園法 10-2 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法10-2 　 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る許可取消し、措置
命令等

都市公園法 27-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法27-1 　 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る許可取消し、措置
命令等

都市公園法 27-2 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法27-2 　 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る通損補償の原因者
に対する補償額の負担命令

都市公園法 28 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法28-4 　 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る原因者への費用負
担命令

都市公園法 13 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法13 　 公表

不利益処分 適用 ―
都市公園に係る付帯工事原因者へ
の費用負担命令

都市公園法 14-2 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法14-2 　 公表

不利益処分 適用 ―
公園予定地における原状回復等の
措置の指示等

都市公園法 33-4 維持管理課 公園緑化係 有 都市公園法33-4 　 公表

処分 適用 ― 緑地協定の許可 都市緑地法 47-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市緑地法47-1 ７日

処分 適用 ― 緑地協定の変更の認可 都市緑地法 48-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市緑地法48-1 ７日

処分 適用 ― 緑地協定の廃止の認可 都市緑地法 52-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市緑地法52-1 ７日

処分 適用 ― 1人緑地協定の認可 都市緑地法 54-1 維持管理課 公園緑化係 有 都市緑地法54-1 ７日



９　上下水道部

 (１)下水道課
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審査基準処
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処分 適用 ― 浄化槽清掃業の許可 浄化槽法 35 下水道課 下水道総務係 有 掛川市浄化槽法施行細則第２条 14日 公表

不利益処分 適用 ― 浄化槽の清掃について必要な指示 浄化槽法 41-1 下水道課 下水道総務係 無 　 　

不利益処分 適用 ― 浄化槽清掃業の許可の取消し等 浄化槽法 41-2 下水道課 下水道総務係 有 掛川市浄化槽法施行細則第８条 　 公表

処分 ３条３項 適用 分担金の減免 掛川市戸別浄化槽条例 10 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
８条第１項

処分 ３条３項 適用 分担金の徴収猶予 掛川市戸別浄化槽条例 10 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
９条第１項

不利益処分 ３条３項 適用 分担金の徴収猶予の取消 掛川市戸別浄化槽条例 10 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
10条第１項

届出 ３条３項 適用 受益者変更の届出 掛川市戸別浄化槽条例 11 下水道課 下水道総務係 無

処分 ３条３項 適用 排水設備の計画の確認 掛川市戸別浄化槽条例 17-1 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
12条

14日

届出 ３条３項 適用 排水設備工事の完了届出 掛川市戸別浄化槽条例 18-1 下水道課 下水道総務係 無

処分 ３条３項 適用 既設排水設備の認定 掛川市戸別浄化槽条例 21 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
12条

14日

届出 ３条３項 適用 使用者変更の届出 掛川市戸別浄化槽条例 24-3 下水道課 下水道総務係 無

処分 ３条３項 適用 使用料の減免 掛川市戸別浄化槽条例 30 下水道課 下水道総務係 有
掛川市汚水処理施設等使用料等の
減免に関する実施要領

届出 ３条３項 適用 個人設置浄化槽の寄附 掛川市戸別浄化槽条例 37-1 下水道課 下水道総務係 有
掛川市戸別浄化槽条例施行規程第
26条第３項

届出 ３条３項 適用 使用開始等の届出 掛川市戸別浄化槽条例 24-1 下水道課 下水道総務係 無

処分 適用 ―
排水設備設置義務の免除に係る許
可

下水道法 10-1 下水道課 下水道総務係 有
排水設備設置義務の免除に係る許
可に関する実施要綱

14日 公表

届出 適用 受益者申告書 掛川市公共下水道事業負担金条例施行規程2 下水道課 下水道総務係 無

処分 適用 不申告等の受益者認定 掛川市公共下水道事業負担金条例施行規程3 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程第３条

30日

処分 適用 ―
公共下水道管理者以外の者の工
事･維持の承認

下水道法 16 下水道課
下水道整備係

下水道施設管理係
無

処分 適用 ―
公共下水道の排水施設への物件設
置の許可

下水道法 24-1 下水道課 下水道整備係 有
掛川市公共下水道条例施行規程第
11条第１項

１４日 公表

届出 ３条３項 適用 公共ます設置の届出 掛川市公共下水道条例 5 下水道課 下水道整備係 無

届出 ３条３項 適用 排水設備等工事完了届出 掛川市公共下水道条例 9 下水道課 下水道総務係 無

不利益処分 ３条３項 適用
下水の水質改善又は公共下水道へ
の排除に係る一時停止命令

掛川市公共下水道条例 14 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道条例施行規程第
14条

公表

届出 ３条３項 適用 使用開始等の届出 掛川市公共下水道条例 17 下水道課 下水道総務係 無

届出 ３条３項 適用 使用者等の変更届出 掛川市公共下水道条例 18 下水道課 下水道総務係 無

処分 ３条３項 適用 占用の許可 掛川市公共下水道条例施行規程 11-1 下水道課 下水道施設管理係 有 掛川市公共下水道条例第27条

届出 ３条３項 適用 代理人選任（変更）届出 掛川市公共下水道条例 31 下水道課 下水道総務係 無

処分 ３条３項 適用 使用料又は占用料の減免 掛川市公共下水道条例 32 下水道課
下水道総務係

下水道施設管理係
有

掛川市汚水処理施設等使用料等の
減免に関する実施要領

処分 ３条３項 適用 負担金の減免 掛川市公共下水道事業負担金条例 9 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程第７条

１４日

処分 ３条３項 適用 負担金の徴収猶予 掛川市公共下水道事業負担金条例 10 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程第９条

１４日

届出 ３条３項 適用
負担金減免（徴収猶予）理由消失
届出

掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

7-5 下水道課 下水道総務係 無

不利益処分 ３条３項 適用 負担金の減免取消し
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

8 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程第８条

１４日



不利益処分 ３条３項 適用 負担金の徴収猶予取消し
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

10 下水道課 下水道総務係 有
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程第10条

１４日

届出 ３条３項 適用 受益者変更届出
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

11 下水道課 下水道総務係 無

届出 ３条３項 適用
負担金納付代理人決定（変更・廃
止）届出

掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

13 下水道課 下水道総務係 無

届出 ３条３項 適用 受益者等住所変更届出
掛川市公共下水道事業負担金条例
施行規程

17 下水道課 下水道総務係 無

10　危機管理部

　(1)　危機管理課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 適用 ― 災害の拡大防止措置の指示 災害対策基本法 59-1 危機管理課 防災・防犯対策係 有 災害対策基本法 　

不利益処分 適用 ― 応急措置業務への従事命令 災害対策基本法 65-1 危機管理課 防災・防犯対策係 有
災害対策基本法とその施行につい
て（昭３７年４月５日消防庁総務
課長通達）

　

不利益処分 適用 ― 従事命令、協力命令、保管命令等 災害対策基本法 71-2 危機管理課 防災・防犯対策係 有 災害対策基本法 　　

不利益処分 適用 ― 地震防災応急対策の実施指示 大規模地震対策特別措置法 23-1 危機管理課 防災・防犯対策係 有 大規模地震対策特別措置法 　

不利益処分 適用 ― 措置の実施指示 大規模地震対策特別措置法 23-2 危機管理課 防災・防犯対策係 有 大規模地震対策特別措置法 　

不利益処分 適用 ― 物件の除去等の指示 大規模地震対策特別措置法 23-3 危機管理課 防災・防犯対策係 有 大規模地震対策特別措置法 　

11　教育委員会

 (1) 教育政策課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 ３条３項 適用 教育委員会傍聴の許可 掛川市教育委員会傍聴人規則 2 教育政策課 教育政策係 有 教育委員会傍聴人規則第３条 即日 公表

不利益処分 ３条３項 適用 教育委員会傍聴の禁止、退場命令 掛川市教育委員会傍聴人規則 4 教育政策課 教育政策係 有
掛川市教育委員会傍聴人規則第４
条、５条、６条

公表

不利益処分 適用 ―
学校施設の占有者に対しての返還
命令

学校施設の確保に関する政令 4-1 教育政策課 施設営繕係 無

不利益処分 適用 ―
返還目的である学校施設にある工
作物等の所有者に対しての移転命
令

学校施設の確保に関する政令 15-1 教育政策課 施設営繕係 無

 (2)学校教育課

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ―
小中学校等への就学義務の猶予又
は免除

学校教育法 18 学校教育課 学務係 有
就学義務猶予又は免除に関する事
務取扱要綱

１ヶ月 公表

処分 適用 ― 指定学校の変更許可 学校教育法施行令 08 学校教育課 学務係 有 指定学校事務取扱要綱 １ヶ月 公表

処分 適用 ― 区域外就学等 学校教育法施行令 09 学校教育課 学務係 有 区域外就学事務取扱要綱 １ヶ月 公表

処分 適用 ― 就学援助費支給可否の決定 学校教育法 19 学校教育課 学務係 有 掛川市就学援助費支給要綱 ３０日

 (3)図書館

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

不利益処分 ３条３項 適用 図書館の入館等の制限 掛川市図書館条例 5 図書館 管理係 有
 図書館への入館等の制限に関する
実施要領

公表

処分 ３条３項 適用 図書館の施設使用許可 掛川市図書館条例 6 図書館 管理係 有
図書館の施設使用許可並びに許可
の取り消しに関する実施要領

３日 公表



不利益処分 ３条３項 適用 図書館の施設使用許可の取消し 掛川市図書館条例 7 図書館 管理係 有
図書館の施設使用許可並びに許可
の取消しに関する実施要領

公表

不利益処分 ３条３項 適用 貸出の停止等 掛川市図書館条例施行規則 12-2 図書館 中央図書係 有 貸出の停止にかかる実施要領 即日 公表

処分 ３条３項 適用 利用者カードの交付 掛川市図書館条例施行規則 8 図書館 中央図書係 有
利用者カード交付に関する実施要
領

即日 公表

12　消防本部

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理
期間

ホーム
ページ

届出 適用 ― 消防計画作成届出 消防法施行令 3の2 予防課 予防係 無 　 公表

不利益処分 適用 ― 防火対象物の火災予防措置命令 消防法 5 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ―
防火対象物の使用の禁止、停止又
は制限の命令

消防法 5の2 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ―
消防吏員による防火対象物におけ
る火災の予防又は消防活動の障害
除去のための措置命令

消防法 5の3 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 防火管理者の選任解任の届出 消防法 8 予防課 予防係 法定 消防法 　 公表

届出 適用 ― 統括防火管理者の届出 消防法 8の2 予防課 予防係 無 　 公表

処分 適用 ― 防火対象物点検報告特例認定 消防法 8の2の3 予防課 予防係 法定 消防法 １４日 公表

届出 適用 ― 自衛消防組織の設置・届出 消防法 8の2の5 予防課 予防係 無 公表

不利益処分 適用 ― 防火管理者を定めるべき旨の命令 消防法 8 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 防火管理上必要な措置の命令 消防法 8 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ―
圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取
扱いの届出

消防法 9-3 予防課 危険物係 法定 消防法 　 公表

処分 適用 ― 危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認 消防法 10-1 予防課 危険物係 有 危険物施設の審査基準 ５日 公表

処分 適用 ― 危険物施設の設置・変更の許可 消防法 11-1 予防課 危険物係 有
消防法第10条第４項に定める技術
上の基準

設置許可２
１日、変更
許可１４日

公表

処分 適用 ― 危険物施設の仮使用の承認 消防法 11-1-5 予防課 危険物係 法定
消防法第10条第４項に定める技術
上の基準

１４日 公表

処分 適用 ― 危険物施設の完成検査前検査 消防法 11-2 予防課 危険物係 有
消防法第10条第４項に定める技術
上の基準

タンク検査
５日､基礎･
地盤検査20
日､溶接部検

査20日

公表

届出 適用 ―
危険物品名、数量、倍数の変更届
出

消防法 11-4-1 予防課 危険物係 無 　 公表

処分 適用 ― 危険物施設の完成検査 消防法 11-5 予防課 危険物係 有
消防法第10条第４項に定める技術
上の基準

５日 公表

不利益処分 適用 ― 危険物の貯蔵・取扱に関する命令 消防法 11-5-1 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 移動タンク貯蔵所に関する命令 消防法 11-5-2 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

届出 適用 ― 危険物施設の譲渡又は引渡の届出 消防法 11-1-6 予防課 危険物係 無 　

不利益処分 適用 ―
危険物施設の維持管理（位置、構
造及び設備）命令

消防法 12-1 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ―
危険物施設の許可取消し、使用停
止命令

消防法 12-2 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 危険物施設の緊急使用停止命令 消防法 12-3 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

届出 適用 ― 危険物施設の廃止の届出 消防法 12-6 予防課 危険物係 無 　

届出 適用 ―
危険物保安監督者の選任・解任の
届出

消防法 13 予防課 危険物係 無 消防法 公表



不利益処分 適用 ―
危険物保安統括管理者又は危険物
保安監督者の解任命令

消防法 13-24 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 予防規定の変更命令 消防法 14-2-3 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

処分 適用 ― 予防規定の認可・変更認可 消防法 14-2 予防課 危険物係 有 危険物の規制に関する規則60-2 １５日 公表

処分 適用 ―
屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所
の保安検査

消防法 14-3 予防課 危険物係 有
消防法第10条第４項に定める技術
上の基準

２０日 公表

不利益処分 適用 ―
危険物施設についての応急措置及
びその通報並びに措置命令

消防法 16-3 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 無許可施設に対する措置命令 消防法 16-6 予防課 危険物係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ― 消防用設備等の設置維持命令 消防法 17の4 予防課 予防係 法定 消防法 公表

不利益処分 適用 ―
消防用設備等（特殊消防用設備
等）の設置届出

消防法 17の3の2 予防課 予防係 法定 消防法 　 公表

不利益処分 適用 ―
消防用設備等又は特殊消防用設備
等の点検及び報告

消防法 17の3の3 予防課 予防係 法定 消防法 　 公表

不利益処分 適用 ― 消防用設備の着工の届出 消防法 17の14 予防課 予防係 法定 消防法 　 公表

不利益処分 適用 ― 消防用指定水利の変更廃止届出 消防法 21 予防課 予防係 法定 消防法 　 公表

不利益処分 適用 ― 防災管理者等の届出 消防法 36 予防課 予防係 法定 消防法 公表

処分 適用 ― 建築同意 消防法 7 予防課 予防係 有 消防法 ７日 公表

届出 ３条３項 適用 露店等の開設届出書 掛川市火災予防条例 64 予防課 予防係 無 公表

不利益処分 ３条３項 適用
火災予防上必要な業務に関する計
画提出

掛川市火災予防条例 61の3 予防課 予防係 有 掛川市火災予防条例 公表

届出 ３条３項 適用 催物開催届出 掛川市火災予防条例 64
中央消防署・南

消防署
無 公表

処分 ３条３項 適用 禁止行為の解除承認 掛川市火災予防条例施行規則 7
中央消防署・南

消防署
法定 掛川市火災予防条例施行規則 ３日 公表

届出 ３条３項 適用 防火対象物の使用開始の届出 掛川市火災予防条例 62 予防課 予防係 無 　 公表

届出 ３条３項 適用
火災と紛らわしい煙等を発するお
それのある行為等の届出

掛川市火災予防条例 64
中央消防署・南

消防署
無 公表

届出 ３条３項 適用 水道(断水・減水）届出 掛川市火災予防条例 64
中央消防署・南

消防署
無 　 公表

届出 ３条３項 適用 道路工事届出 掛川市火災予防条例 64
中央消防署・南

消防署
無 　 公表

届出 ３条３項 適用 指定洞道等届出（新規・変更） 掛川市火災予防条例 65
中央消防署・南

消防署
無 公表

届出 ３条３項 適用
炉・厨房設備・温風暖房機等設置
届出

掛川市火災予防条例 63 予防課 予防係 無 公表

届出 ３条３項 適用
発電設備・変電設備・蓄電池設備
設置届出

掛川市火災予防条例 63 予防課 予防係 無 公表

届出 ３条３項 適用 ネオン管灯設備設置届出 掛川市火災予防条例 63 予防課 予防係 無 　 公表

届出 ３条３項 適用
水素ガスを充てんする気球の設置
届出

掛川市火災予防条例 63 予防課 予防係 無 　 公表

届出 ３条３項 適用
(少量危険物・指定可燃物)(貯
蔵・取扱）届出

掛川市火災予防条例 66 予防課 危険物係 無 　 公表

届出 ３条３項 適用
(少量危険物・指定可燃物)(貯
蔵・取扱）廃止届出

掛川市火災予防条例 66 予防課 危険物係 無 　 公表

不利益処分 ３条３項 適用 防火対象物の消防用設備等の状況の公表 掛川市火災予防条例 68の2 予防課 予防係 有 消防法第17条第1項 14日 公表

届出 ３条３項 適用 防火対象物廃止届出 掛川市火災予防条例施行規則 18 予防課 予防係 無 　　 公表

届出 ３条３項 適用
危険物施設に係る軽微な変更又は
補修工事の届出

掛川市危険物の規制に関する規則 3-2 予防課 危険物係 無

処分 適用 ― 完成検査済証の再交付 消防法 8-1-4 予防課 危険物係 法定 危険物の規制に関する政令 ３日 公表

処分 適用 ―
特定屋外タンク貯蔵所等の保安検
査時期の変更

消防法 8ｰ4-2 予防課 危険物係 法定 危険物の規制に関する政令 ５日 公表

届出 ３条３項 適用
危険物施設設置者住所、氏名等変
更報告

掛川市危険物の規制に関する規則 12 予防課 危険物係 無 公表

届出 ３条３項 適用 危険物製造所等災害発生届出 掛川市危険物の規制に関する規則 13 予防課 危険物係 無



処分 適用 ― 煙火消費許可 火薬類取締法 25ｰ1 予防課 危険物係 有 煙火の消費許可の基準 １４日 公表

不利益処分 適用 ― 煙火消費許可の取消し 火薬類取締法 25-3 予防課 危険物係 有 煙火の消費許可の基準 公表

不利益処分 適用 ― 煙火消費場所への立入検査 火薬類取締法 43 予防課 危険物係 有 煙火の消費許可の基準 公表

不利益処分 適用 ― 煙火消費に係る緊急措置命令 火薬類取締法 45 予防課 危険物係 有 煙火の消費許可の基準 公表

届出 適用 ―
煙火(がん具用煙火を除く）の打
上げ・仕掛け届出（無許可消費数
量）

火薬類取締法 25-1 予防課 危険物係 無 火薬類取締法施行規則49-4

13　農業委員会

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ― 農地等の権利移動の制限（３条） 農地法 3-1 農業委員会 有 農地法第３条１項 ４０日 公表

処分 適用 ― 農地の権利移動の許可の取り消し 農地法 3の2 農業委員会 有 農地法第３条の２ ３５日 公表

処分 適用 ― 農地の転用の制限（４条） 農地法 4-1 農業委員会 有 農地法第４条１項 ５０日 公表

処分 適用 ―
国・県が農地を農地以外のものに
する行為に係る協議

農地法 4-8 農業委員会 有 農地法第４条８項 ３５日 公表

処分 適用 ―
農地等の転用のための権利移動の
制限（５条）

農地法 5-1 農業委員会 有 農地法第５条１項 ５０日 公表

処分 適用 ―
国・県が農地を法第３条に掲げる
権利を取得しようとする場合に係
る協議

農地法 5-4 農業委員会 有 農地法第５条４項 ３５日 公表

処分 適用 ―
国・県が行う農地転用に係る協議
案件についての立入調査

農地法 49-1 農業委員会 有 農地法第49条１項 ３５日 公表

処分 適用 ― 農業委員会からの報告の徴収 農地法 50 農業委員会 有 農地法第50条 ３５日 公表

処分 適用 ―
違反転用に係る原状回復等の措置
及び公告

農地法 51-1 農業委員会 有 農地法第51条１項 ３５日 公表

処分 適用 ― 特定農地貸付けの承認
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律

3-1 農業委員会 有
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律第３条１項

３５日

不利益処分 適用 ― 特定農地貸付けの承認の取消
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律施行令

4-3 農業委員会 有
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律施行令第４条
３項

処分 適用 ― 特定農地貸付けの変更
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律施行令

4-1 農業委員会 有
特定農地貸付けに関する農地法等
の特例に関する法律施行令第４条
１項

３５日

14　監査委員事務局

分類 法適用 条例適用 処分等の名称 根拠法令 ○条 担当課 担当係
審査基準処

分基準
審査基準・処分基準等の名称

標準処理期
間

ホーム
ページ

処分 適用 ―
事務の監査の請求代表者証明書の
交付

地方自治法施行令 99 監査委員事務局 監査係 有 申請に対する処分の審査基準 即日 公表


